
安
房
妙
本
寺
関
係
史
料
か
ら
み
る
自
然
災
害
史
序
説

―
―
―

房
総
・
駿
河
・
日
向
を
中
心
に
―
―
―

佐

藤

博

信

は

じ

め

に

近
年
の
阪
神
淡
路
大
震
災
（
一
九
九
五
年
一
月
七
日
）・
東
日
本
大
震
災
（
二
〇
一
一
年
三
月
十
一
日
）
に
代
表
さ
れ
る
自
然
災

害
は
、
歴
史
研
究
に
も
大
き
な
影
響
を
与
え
た
。
以
後
、
様
々
な
史
料
発
掘
を
踏
ま
え
た
研
究
が
よ
り
主
体
的
に
な
さ
れ
る
様
に

な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
北
原
糸
子
編
『
日
本
災
害
史
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
一
年
）、
歴
史
学
研
究
会
編
『
震
災
・
核
災
害
の
時

代
と
歴
史
学
』（
青
木
書
店
、
二
〇
一
一
年
）、
北
原
糸
子
・
松
浦
律
子
・
木
村
玲
欧
編
『
日
本
歴
史
災
害
事
典
』（
吉
川
弘
文
館
、

二
〇
一
二
年
）、
保
立
道
久
・
成
田
龍
一
監
修
『
津
波
、
噴
火
…
日
本
列
島

地
震
の
２
０
０
０
年
史
』（
朝
日
新
聞
出
版
、
二
〇
一

三
年
）
な
ど
は
、
近
年
の
研
究
成
果
を
踏
ま
え
て
出
版
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
ま
で
も
中
世
の
養
和
・
寛
喜
・
正
嘉
・
応
永
・
正
長
・
寛
正
な
ど
の
飢
饉
、
明
応
の
地
震
、
近
世
の
飢
饉
や
地

震
、
近
代
の
関
東
大
震
災
な
ど
は
、
比
較
的
早
く
か
ら
注
目
さ
れ
て
き
た
し
、
こ
と
中
世
に
限
っ
て
は
、
年
表
と
い
う
形
で
整
理
し

た
佐
々
木
潤
之
介
代
表
『
日
本
中
世
後
期
・
近
世
初
期
に
お
け
る
飢
饉
と
戦
争
の
研
究
―
史
料
所
在
調
査
と
年
表
作
成
か
ら
―
』（
科

（２１）



研
報
告
書
、
二
〇
〇
〇
年
）
と
そ
れ
を
増
補
・
発
展
さ
せ
た
藤
木
久
志
編
『
日
本
中
世
気
象
災
害
史
年
表
稿
―
１０
〜
１６
世
紀
の
風
、

水
、
旱
、
虫
害
、
凶
作
、
飢
饉
、
疫
病
の
情
報
―
』（
高
志
書
院
、
二
〇
〇
七
年
）
が
あ
り
、
そ
の
う
え
で
峰
岸
純
夫
『
中
世
災
害
・

戦
乱
の
社
会
史
！
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
一
年
。
二
〇
一
一
年
に
増
補
版
）、
清
水
克
行
『
大
飢
饉
、
室
町
社
会
を
襲
う
！
』（
吉

川
弘
文
館
、
二
〇
〇
八
年
）、
水
野
章
二
『
中
世
の
人
と
自
然
の
関
係
史
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
九
年
）、
矢
田
俊
文
『
中
世
の

巨
大
地
震
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
九
年
）・『
地
震
と
中
世
の
流
通
』（
高
志
書
院
、
二
〇
一
〇
年
）
な
ど
の
専
書
も
生
ま
れ
た
。

ま
た
室
町
・
戦
国
期
を
中
心
に
自
然
災
害
と
宗
教
（
日
蓮
宗
）
と
の
関
わ
り
に
言
及
し
た
湯
浅
治
久
『
戦
国
仏
教

中
世
社
会
と
日

蓮
宗

』（
中
公
新
書
、
二
〇
〇
九
年
）
な
ど
も
出
版
さ
れ
て
、
多
面
的
な
側
面
が
よ
り
注
目
さ
れ
る
に
至
っ
た
。

本
稿
は
、
特
に
前
掲『
日
本
中
世
気
象
災
害
史
年
表
稿
―
１０
〜
１６
世
紀
の
風
、
水
、
旱
、
虫
害
、
凶
作
、
飢
饉
、
疫
病
の
情
報
―
』

な
か
や
つ

を
学
び
つ
つ
安
房
の
日
蓮
宗
寺
院
・
妙
本
寺
（
以
下
、
妙
本
寺
と
略
す
。
千
葉
県
鋸
南
町
吉
浜
字
中
谷
）
関
係
史
料
（
主
に
「
妙
本

寺
文
書
」「
定
善
寺
文
書
」）
を
通
じ
て
門
流
の
展
開
地
で
あ
る
房
総
・
駿
河
・
日
向
の
室
町
・
戦
国
期
の
自
然
災
害
に
つ
い
て
若
干

紹
介
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
際
、
そ
れ
と
の
関
係
で
従
来
余
り
周
知
さ
れ
て
な
い
房
総
や
鎌
倉
の
例
も
紹
介
し
た
い
。

こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
拙
稿
「
日
我
と
『
い
ろ
は
字
』
の
成
立
」（『
中
世
東
国
日
蓮
宗
寺
院
の
研
究
』
東
京
大
学
出
版
会
、

二
〇
〇
三
年
。
旧
稿
「
戦
国
期
東
国
に
お
け
る
戦
乱
・
飢
饉
と
法
華
僧
―
安
房
妙
本
寺
日
我
と
『
い
ろ
は
字
』
の
成
立
―
」〈『
歴
史

学
研
究
』
七
一
八
号
、
一
九
九
八
年
十
二
月
〉
を
改
題
・
補
訂
し
た
も
の
）
で
言
及
し
た
こ
と
も
あ
っ
た
が
、
再
度
全
体
の
中
で
位

置
づ
け
て
み
た
い
。
も
っ
て
室
町
・
戦
国
期
の
仏
教
―
日
蓮
宗
・
安
房
妙
本
寺
門
流
―
の
展
開
と
自
然
災
害
の
関
係
な
ど
に
少
し
で

も
新
た
な
見
通
し
が
立
て
ら
れ
れ
ば
と
考
え（

１
）る

。

な
お
、
本
文
中
の
「
妙
本
寺
文
書
」
〜
は
『
千
葉
県
の
歴
史
資
料
編
中
世
３
（
県
内
文
書
２
）』（
二
〇
〇
一
年
）、「
定
善
寺
文
書
」

千
葉
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〜
は
『
宮
崎
県
史
史
料
編
中
世
１
』（
一
九
九
〇
年
）、
戦
北
〜
は
『
戦
国
遺
文
後
北
条
氏
編
』（
東
京
堂
出
版
、
一
九
八
九
年
〜
二

〇
〇
〇
年
）、
戦
武
〜
は
『
戦
国
遺
文
武
田
氏
編
』（
東
京
堂
出
版
、
二
〇
〇
二
年
〜
二
〇
〇
六
年
）、
戦
古
〜
は
『
戦
国
遺
文
古
河

公
方
編
』（
東
京
堂
出
版
、
二
〇
〇
六
年
）、
戦
房
〜
は
『
戦
国
遺
文
房
総
編
』（
東
京
堂
出
版
、
二
〇
一
〇
年
〜
二
〇
一
三
年
）、
静

中
〜
は
『
静
岡
県
史
資
料
編
中
世
一
〜
四
』（
一
九
八
九
年
〜
一
九
九
六
年
）、『
妙
本
寺
典
籍
目
録
』
№
〜
は
『
妙
本
寺
典
籍
目
録
』

（
興
風
談
所
、
二
〇
〇
五
年
）
の
、
各
々
の
所
収
番
号
を
示
す
。

第
一
章

諸
事
例
の
検
出
と
紹
介

①
妙
本
寺
日
我
が
天
文
十
四
年
（
一
五
四
五
）
十
二
月
十
日
に
纏
め
た
「
妙
本
寺
年
中
行
事
」（「
定
善
寺
文
書
」
二
九
）
に
は
、

さ

そ

う

永
享
七
年
（
一
四
三
五
）
に
住
持
日
祐
を
殺
害
し
た
佐
々
宇
美
濃
公
が
そ
の
後
上
総
富
津
（
千
葉
県
富
津
市
）
か
ら
武
蔵
品
川
（
東

京
都
品
川
区
）
に
船
で
逃
亡
す
る
途
中
、
江
戸
湾
で
「
悪
風
吹
来
テ
舟
破
損
ス
、
然
間
美
濃
公
并
舟
主
役
（
没
カ
）
死
ス
」
と
み
え
る
。

な
お
、「
悪
風
」
と
は
、「
海
上
な
ど
で
荒
れ
狂
う
大
風
。
暴
風
。
嵐
」（
小
学
館
版
『
日
本
国
語
大
辞
典
〈
第
二
版
〉』。
以
下
、『
日

本
国
語
大
辞
典
』
と
略
す
）
と
さ
れ
る
。

②
妙
本
寺
日
我
の
叔
父
日
向
本
蓮
寺
（
宮
崎
県
新
富
町
）
日
円
が
纏
め
た
「
日
円
覚
書
」（『
妙
本
寺
典
籍
目
録
』
№
１
８
２
）
に

は
、「
文
亀
三
天
（
一
五
〇
三
）
癸亥

大
旱
魃
、
六
月
一
日
ヨ
リ
七
月
廿
八
日
迄
照
候
、
其
中
ニ
夕
立
六
月
十
八
日
、
同
廿
二
日
ソ
ト
仕

候
、
八
月
四
大
風
・
大
飢
饉
、
八
月
九
日
ヨ
リ
弥
々
飢
饉
」
と
み
え
る
。
六
月
・
七
月
両
月
に
及
ぶ
日
照
り
に
よ
る
「
大
旱
魃
」、

そ
の
間
の
六
月
十
八
日
と
二
十
二
日
の
「
夕
立
」（
旱
天
の
慈
雨
）、
二
十
二
日
の
は
「
ソ
ト
」
で
あ
っ
た
と
い
う
。「
ソ
ト
」
と
は
、

「
少
し
」（
土
井
忠
生
・
森
田
武
・
長
南
実
編
訳
『
邦
訳
日
葡
辞
書
』
岩
波
書
店
、
一
九
八
〇
年
。
以
下
、『
邦
訳
日
葡
辞
書
』
と
略

（２３）
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す
）
の
意
と
い
う
。
さ
ら
に
続
い
て
八
月
四
日
の
「
大
風
・
大
飢
饉
」、
続
い
て
八
月
九
日
よ
り
ま
す
ま
す
の
「
飢
饉
」
と
な
っ
た

と
い
う
の
で
あ
る
。

こ
の
点
は
、「
日
向
記
校
合
本
巻
第
四
」「
１３

屋
形
炎
上
梶
山
知
行
事
」（『
宮
崎
県
史
叢
書
日
向
記
』
一
九
九
九
年
）
に
「
文
亀

三
年
癸
亥
五
月
廿
八
日
ヨ
リ
八
月
迄
大
旱
魃
、
依
之
五
穀
皆
失
ス
、
人
民
多
餓
死
ス
、
其
上
九
月
廿
七
日
大
霜
降
弥
困
窮
ス
、
翌
永

と

の
こ
お
り

正
元
年
（
一
五
〇
四
）
甲
子
二
月
廿
四
日
ニ
大
豆
・
小
豆
降
是○

希
代
ノ
珍
事
也
、
然
ル
ニ
三
月
廿
一
日
都
於
郡
御
屋
形
御
炎
上
候

也
、
是
ニ
ヨ
リ
テ
家
ノ
記
録
并
古
書
失
侍
ル
ナ
リ
」
と
み
え
る
記
事
と
呼
応
し
、
ま
さ
に
裏
の
取
れ
る
事
象
で
あ
る
。
日
向
に
と
っ

て
文
亀
三
年
は
、
甚
大
な
自
然
災
害
の
年
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

た
だ
こ
の
年
は
日
向
だ
け
で
な
く
、
六
月
十
二
日
に
は
公
家
の
三
条
西
実
隆
が
「
就
炎
旱
雨
御
祈
事
」
に
つ
い
て
右
少
弁
に
下
知

状
を
発
し
諸
寺
社
に
祈
祷
せ
し
め
て
い
る
の
で
（「
実
隆
公
記
」）、
全
国
的
な
現
象
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
翌
年
（
文
亀
四

年＝

永
正
元
年
）
に
も
及
ん
だ
こ
と
は
、
和
泉
日
根
野
荘
（
大
阪
府
泉
佐
野
市
）
に
下
向
し
て
い
た
前
関
白
九
条
政
基
の
日
記
（「
政

基
公
旅
引
付
」）
に
詳
し
い
（
田
村
憲
美
「
中
世
に
お
け
る
在
地
社
会
と
天
候
―
西
暦
一
五
〇
三
・
四
年
の
畿
内
―
」『
在
地
論
の
射

程
―
中
世
の
日
本
・
地
域
・
在
地
―
』
校
倉
書
房
、
二
〇
〇
一
年
）。

そ
う
げ
ん
じ

③
永
正
八
年
（
一
五
一
一
）
十
一
月
二
日
「
夜
大
地
震
」
あ
っ
て
、
上
総
の
日
蓮
宗
寺
院
藻
原
寺
（
千
葉
県
茂
原
市
）
の
「
大
堂

并
御
影
堂
等
悉
ユ
リ
ク
ツ
ス
」
と
い
う
被
害
を
も
た
ら
し
た
。「
悉
」
と
あ
る
の
を
信
ず
れ
ば
、
ほ
ぼ
全
壊
に
等
し
い
も
の
で
あ
っ

た
こ
と
に
な
る
。
当
時
の
住
持
日
泰
は
、
身
延
山
久
遠
寺
（
山
梨
県
身
延
町
）
か
ら
帰
途
中
の
下
総
浜
村
（
千
葉
県
千
葉
市
中
央
区
）

で
、
そ
の
「
地
震
」
に
遭
遇
し
た
の
で
あ
っ
た
（「
仏
像
伽
藍
記
」
戦
房
四
六（

２
）九

）。
そ
の
後
、
地
域
の
「
御
屋
方
（
形
）」
三
上
氏

の
も
と
に
参
上
し
、
復
興
へ
の
協
力
を
仰
い
だ
の
で
あ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
他
に
も
、
僧
檀
に
よ
る
勧
進
行
為
や
有
力
檀
那
の
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供
養
も
存
在
し
た
に
違
い
な
い
。
そ
の
結
果
と
し
て
の
永
正
十
三
年
（
一
五
一
六
）
四
月
八
日
の
「
御
影
﹇

﹈」
と
い
う
記
事
は
、

恐
ら
く
御
影
堂
（
祖
師
堂
）
の
再
建
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
（
拙
稿
「
上
総
藻
原
郷
・
二
宮
庄
・
藻
原
寺
の
中
世
的
展
開
―
寺
院
・

都
市
・
城
郭
―
」『
千
葉
城
郭
研
究
』
九
号
、
二
〇
〇
八
年
）。

な
お
、
こ
の
永
正
八
年
十
一
月
二
日
「
夜
大
地
震
」
は
、
先
述
の
三
条
西
実
隆
の
「
実
隆
公
記
」
同
日
条
に
も
「
亥
下
刻
地
震
、

自
乾
方
有
聲
、
天
王
動
歟
、
可
尋
」
と
み
え
る
の
で
、
房
総
の
み
な
ら
ず
都
鄙
間
に
及
ぶ
同
時
的
大
規
模
地
震
で
あ
っ
た
こ
と
が
分

か
る
。「
亥
下
刻
」
と
あ
り
、
深
夜
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
も
裏
の
取
れ
る
貴
重
な
事
象
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
に
も
関

わ
ら
ず
、
こ
の
「
大
地
震
」
に
つ
い
て
は
、
他
に
関
連
記
事
を
全
く
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
な
い
。「
可
尋
」
と
記
し
た
「
実
隆
公

記
」
自
体
、
そ
の
後
を
記
し
て
い
な
い
。
や
は
り
史
料
の
偏
在
性
に
注
意
す
べ
し
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。

④
前
掲
天
文
十
四
年
（
一
五
四
五
）
十
二
月
十
日
付
日
我
「
妙
本
寺
年
中
行
事
」
に
「
世
間
ノ
雑
用
等
ハ
、
依
寺
々
家
々
不
弁
、

随
時
日
之
飢
乱
、
雖
無
其
沙
汰
、
於
仏
法
ノ
軌
則
者
、
粗
可
任
此
抄
ニ
者
歟
」
と
み
え
る
。
こ
れ
は
、
妙
本
寺
日
我
が
日
常
的
に
認

識
す
る
「
寺
々
家
々
不
弁
」「
時
日
之
飢
乱
」
の
現
実
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。

⑤
天
文
十
四
年
（
一
五
四
五
）
に
小
泉
久
遠
寺
（
静
岡
県
富
士
宮
市
小
泉
）
代
官
に
補
任
さ
れ
た
日
義
が
妙
本
寺
日
我
に
認
め
た

起
請
文
（「
妙
本
寺
文
書
」
四
三
八
）
に
「
一
、
名
聞
名
利
之
事
、
右
、
耽
世
間
之
風
俗
、
閣
仏
法
之
興
隆
、
公
界
之
修
造
等
不
可

致
荘
厳
、
私
之
衣
食
等
、
飢
寒
之
二
事
を
堪
忍
仕
、
御
仏
法
之
再
興
を
□
当
可
申
候
」
と
み
え
る
。「
飢
寒
之
二
事
を
堪
忍
」
し
仏

法
興
隆
を
計
る
こ
と
の
誓
約
で
あ
る
。「
飢
寒
之
二
事
」
が
日
常
的
世
界
で
あ
っ
た
こ
と
の
表
現
で
あ
ろ
う
。

⑥
天
文
十
六
年
（
一
五
四
七
）
正
月
十
日
付
日
我
久
遠
寺
置
文
（「
妙
本
寺
文
書
」
一
〇
）
に
「
一
、
十
三
日
之
文
係
（
掛
）
者
、

年
々
之
雑
用
可
仕
之
、
十
五
日
之
分
者
、
造
営
之
内
者
不
可
使
他
事
、
仍
日
我
為
其
人
数
也
、
但
乱
入
・
飢
饉
之
日
者
及
大
破
、
非
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沙
汰
之
限
歟
」
と
み
え
る
。
宗
祖
日
蓮
忌
（
十
三
日
）
や
日
目
忌
（
十
五
日
）
に
そ
の
講
衆
が
納
め
る
供
養
金
は
小
泉
久
遠
寺
の
雑

用
に
使
用
す
る
こ
と
、
た
だ
「
乱
入
・
飢
饉
之
日
者
及
大
破
、
非
沙
汰
之
限
歟
」
と
み
え
る
こ
と
、
④
と
同
様
な
現
実
を
述
べ
た
も

の
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
い
う
「
乱
入
」
と
は
、
戦
乱
状
態
の
こ
と
で
、
戦
争
勃
発
の
こ
と
を
直
接
指
す
訳
で
は
な
い
（
⑯
㉔
の
「
乱

入
」
も
然
り
。「
讃
岐
本
門
寺
文
書
」
他
）。

⑦
天
文
十
九
年
（
一
五
五
〇
）
三
月
二
十
日
頃
か
ら
七
日
間
の
「
砂
降
、
世
界
不
晴
」（「
海
上
年
代
記
」
戦
房
四
付
録
一
三
）
は
、

う
な
か
み

海
上
か
ら
の
大
風
で
海
岸
の
砂
塵
（
春
の
嵐
）
が
下
総
海
上
八
幡
宮
（
千
葉
県
銚
子
市
）
を
中
心
に
舞
っ
た
様
子
を
伝
え
た
も
の
で

あ
る
。
い
わ
ば
天
候
不
順
に
よ
る
自
然
災
害
で
あ
る
。
こ
の
点
、「
常
在
寺
衆
中
記
」（「
勝
山
記
」）
も
「
此
年
春
、
風
再
々
吹
事
、

無
限
」
と
記
す
。

⑧
弘
治
元
年
（
一
五
五
五
）
三
月
の
「
大
風
吹
」（「
海
上
年
代
記
」）
は
、
必
然
的
に
⑦
同
様
に
砂
塵
が
舞
っ
た
こ
と
を
示
す
。

塩
害
を
と
も
な
っ
た
に
違
い
な
い
。
こ
れ
も
、
春
の
嵐
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
以
降
も
頻
出
す
る
「
大
風
」
は
、
現
在
の
突

風
・
強
風
・
竜
巻
・
台
風
・
暴
風
・
ゲ
リ
ラ
豪
雨
・
雷
・
高
波
・
高
潮
な
ど
様
々
な
も
の
を
含
ん
だ
も
の
と
思
わ
れ
る
。

⑨
弘
治
元
年
（
一
五
五
五
）
の
「
四
月
九
日
ヨ
リ
大
雨
降
」（「
海
上
年
代
記
」）
は
、
自
然
災
害
と
し
て
の
「
大
雨
」
そ
の
も
の

を
指
そ
う
。
以
降
も
頻
出
す
る
「
大
雨
」
は
、
現
在
の
豪
雨
・
集
中
豪
雨
・
ゲ
リ
ラ
豪
雨
・
雷
雨
・
ス
コ
ー
ル
な
ど
様
々
な
も
の
を

含
ん
だ
も
の
と
思
わ
れ
る
。

⑩
弘
治
二
年
（
一
五
五
六
）
八
月
二
十
三
日
の
「
巳
尅
ヨ
リ
未
時
迄
」「
大
風
吹
」
き
諏
訪
上
下
明
神
両
社
（
千
葉
県
南
房
総
市
石

堂
）
が
「
破
損
」
し
た
が
、「
色
々
以
懇
篤
」
っ
て
翌
年
正
月
に
は
修
復
さ
れ
た
と
い
う
（
石
堂
諏
訪
神
社
蔵
、
戦
房
九
五
五
）。
そ

の
修
復
の
主
体
は
、
名
目
的
な
「
大
檀
那
」
里
見
義
堯
で
は
な
く
「
色
々
」
な
「
懇
篤
」
な
行
為
（
供
養
）
を
行
っ
た
近
郷
近
在
の
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民
衆
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

⑪
（
弘
治
二
年
〈
一
五
五
六
〉）
の
日
我
「
一
流
相
伝
大
事
私
下
」（『
妙
本
寺
典
籍
目
録
』
№
４４２
）
に
「
乱
中
・
飢
饉
・
殊
牢
居

之
体
、
無
行
学
而
過
日
夜
間
云
々
」
と
み
え
る
。
日
我
が
籠
も
る
安
房
北
郡
岩
井
郷
宮
谷
（
千
葉
県
南
房
総
市
富
山
町
）
の
小
屋
で

の
こ
と
で
あ
っ
た
。

⑫
弘
治
三
年
（
一
五
五
七
）
の
「
三
月
大
風
吹
、
大
疾
病
、
諸
人
多
死
、
富
貴
六
斗
五
升
売
買
、
銭
飢
渇
」（「
海
上
年
代
記
」）

は
、「
大
風
」、「
大
疾
病
」（
流
行
病
）
で
「
諸
人
多
死
」
し
た
一
方
で
、「
富
貴
」
で
「
六
斗
五
升
売
買
」
と
い
う
米
価
高
騰
に
よ

る
「
銭
飢
渇
」
と
呼
ば
れ
る
事
態
が
生
じ
た
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。「
富
貴
」
は
景
気
の
良
い
様
を
い
い
、「
銭
飢
渇
」
は
銭
不
足
の

こ
と
を
い
う
。「
飢
餓
」
と
か
「
飢
渇
」
と
い
う
言
葉
の
多
様
性
に
注
目
さ
れ
る
。「
飢
渇
」
は
、
日
蓮
遺
文
に
も
多
出
す
る
。

な
お
、
⑧
〜
⑫
を
含
む
弘
治
年
間
の
自
然
災
害
の
諸
相
に
つ
い
て
は
藤
木
久
志
「
弘
治
年
間
の
村
々
の
災
害
」（『
戦
国
史
研
究
』

五
十
九
号
、
二
〇
一
〇
年
）
で
、
ま
た
「
永
禄
の
飢
饉
」
に
つ
い
て
は
『
神
奈
川
県
史
通
史
編
１
原
始
・
古
代
・
中
世
』
一
九
八
一

年
、
佐
脇
栄
智
氏
執
筆
分
）
以
来
、
黒
田
基
樹
『
戦
国
大
名
の
危
機
管
理
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
五
年
）、
藤
木
「
戦
国
の
村
の

退
転
―
戦
禍
と
災
害
の
村
―
」（『
土
一
揆
と
城
の
戦
国
を
行
く
』
朝
日
新
聞
社
、
二
〇
〇
六
年
）
な
ど
で
、
戦
争
と
政
治
と
の
絡
み

で
言
及
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。

⑬
永
禄
二
年
（
一
五
五
九
）
十
二
月
十
日
の
日
我
「
い
ろ
は
字
下
」
奥
書
（
妙
本
寺
蔵
、
戦
房
九
九
八
）
に
「
中
風
・
虐
瘡
之
労

煩
、
乱
居
・
飢
腸
之
曚
味
、
毎
事
荒
忽
矣
」と
み
え
る
。
先
述
の
妙
本
寺
日
我
は
、
中
年
の
頃
か
ら「
中
風
・
虐
瘡
」に
悩
ま
さ
れ
、

こ
う
こ
つ

ま
た
「
乱
居
・
飢
腸
」
な
状
態
に
よ
っ
て
「
毎
事
荒
忽
」（
と
り
と
め
の
な
い
さ
ま
）
な
か
で
、
本
書
を
執
筆
し
た
と
い
う
の
で
あ

る
。
こ
れ
も
籠
も
る
宮
谷
の
小
屋
に
お
い
て
で
あ
っ
た
。
妙
本
寺
と
い
う
門
流
の
本
寺
住
持
（「
上
人
」）
さ
え
も
が
、
仏
教
の
い
う
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「
刀
兵
」（
戦
争
）・「
疾
疫
」・「
飢
饉
」
と
い
う
「
三
災
」
に
直
面
し
て
い
た
と
い
う
の
で
あ
っ
た
（
久
野
修
義
「
中
世
日
本
の
寺

院
と
戦
争
」
歴
史
学
研
究
会
編
『
戦
争
と
平
和
の
中
近
世
史
』
青
木
書
店
、
二
〇
〇
一
年
）。

な
お
、
天
文
年
代
末
期
の
日
我
弟
子
交
名
（「
妙
本
寺
文
書
」
一
八
七＝

戦
房
八
八
三
）
に
は
、「
悪
病
ヲ
ウ
ケ
而
死
」「
悪
病
ヲ

ウ
ク
」
と
明
記
さ
れ
て
死
去
し
た
弟
子
二
人
が
い
る
。「
悪
病
」
と
は
、
一
般
的
に
は
「
悪
い
病
気
、
あ
る
い
は
、
人
が
皆
避
け
て

近
寄
ら
な
い
伝
染
性
の
病
気
」（『
邦
訳
日
葡
辞
書
』）
と
さ
れ
る
。

⑭
永
禄
六
年
（
一
五
六
三
）
の
「
正
月
廿
六
日
大
ナ
イ
ユ
ル
、
春
震
動
シ
ゲ
シ
（
繁
）、
富
貴
也
」（「
海
上
年
代
記
」）
は
、「
大

ナ
イ
ユ
ル
」＝

大
地
震
の
こ
と
を
伝
え
た
も
の
で
あ
る
。
⑫
の
「
大
風
吹
、
大
疾
病
、
諸
人
多
死
、
富
貴
」
と
同
様
に
、
そ
の
後
の

物
価
騰
貴
を
示
唆
し
、
自
然
災
害
と
物
価
変
動
の
連
鎖
が
繰
り
返
さ
れ
て
い
た
様
を
示
そ
う
。

⑮
「
恵
光
院
過
去
帳
抜
書
」（
千
葉
県
匝
瑳
市
野
手
区
蔵
、
戦
房
付
録
一
四
）
に
「
去
永
禄
八
年
乙
酉
ヨ
リ
寅
年
（
同
九
年
）
迄
、

旱
水
両
損
、
飢
渇
、
人
民
死
事
無
限
、
仍
而
餓
死
・
病
死
諸
精
霊
等
皆
成
仏
道
」
と
み
え
る
。「
旱
水
両
損
」（
日
照
り
と
洪
水
）
に

よ
る
「
飢
渇
」
で
「
人
民
死
事
無
限
」
が
語
ら
れ
て
い
る
の
で
あ（

３
）る

。
な
お
、
永
禄
八
年
（
一
五
六
五
）
の
「
当
秋
」
は
、
古
河
公

方
足
利
義
氏
を
し
て
「
当
秋
風
損
之
儀
而
、
国
並
十
分
一
致
赦
免
段
、（
北
条
）
氏
康
言
上
候
」（「
武
州
文
書
所
収
橘
樹
郡
生
麦
村

八
郎
右
衛
門
所
蔵
」
戦
古
八
九
〇
）
と
い
わ
し
め
る
程
に
自
然
災
害
が
関
東
を
襲
っ
た
時
期
で
あ
っ
た
。
と
い
う
以
上
に
慢
性
的
な

自
然
災
害
と
飢
饉
状
況
下
に
あ
っ
た
一
証
左
で
あ
る
。

⑯
永
禄
十
年
（
一
五
六
七
）
九
月
八
日
の
日
付
を
持
つ
「
巣
郷
庄
（
菅
生
庄
）
大
寺
」（
千
葉
県
木
更
津
市
大
寺
）
薬
師
如
来
像

像
札
銘
（
宮
本
栄
一
郎
氏
蔵
、
戦
房
一
二
六
三
）
に
「
大
寺
総
破
之
事
、
当
国
（
上
総
）
乱
入
故
、
堂
舎
悉
悉
放
火
、
人
民
総
、
就

中
別
当
不
及
器
用
ニ
よ
り
、
遠
路
候
へ
共
、
う
け
賜
ハ
リ
、
お
よ
ひ
不
思
議
以
縁
、
号
旦
那
与
、
奉
致
造
立
処
也
」
と
み
え
る
。「
人
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民
総
、
就
中
別
当
不
及
器
用
」と
い
う
言
葉
の
な
か
に
、
北
条
氏
の
侵
攻
に
疲
弊
し
、
寺
社
再
建
に
及
ば
ぬ
状
況
を
読
み
取
り
う
る
。

そ
れ
に
代
わ
る
「
不
思
議
」
の
「
縁
」
で
遠
方
の
「
旦
那
」
と
号
す
る
人
々
の
供
養
に
よ
っ
て
再
建
で
き
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

⑰
永
禄
十
二
年
（
一
五
六
九
）
九
月
吉
日
付
愛
染
明
王
坐
像
胎
内
墨
書
銘
（
上
総
〈
千
葉
県
旭
市
〉
の
真
言
宗
寺
院
長
禅
寺
蔵
、

戦
房
一
三
四
九
）
に
「
□
（
当
）
寺
殿
堂
・
仏
像
令
新
造
之
、
謂
者
乙
丑
年
（
永
禄
八
年
）
十
二
月
六
日
暁
天
遠
（
東
）
金
ヨ
リ
□

（
村
）
及
放
火
其
刻
、
寺
院
片
時
焼
亡
ス
、
仏
天
冥
慮
尽
ル
歟
ト
計
也
、
□
（
結
）
句
其
年
寒
立
ニ
テ
五
穀
一
ト
シ
テ
不
熟
、
然
間

寅
年
（
永
禄
九
年
）
春
モ
ミ
（
籾
）
八
升
、
□
（
春
）
秋
ニ
□
麦
一
斗
六
月
ノ
末
モ
ミ
（
籾
）
四
升
ム
キ
（
麦
）
六
升
、
依
人
民
餓

□
（
死
）
五
ケ
村
之
内
千
余
人
也
、
雖
然
、
門
徒
誦
反
断
之
□
（
処
）、
□
□
（
春
）
内
七
□
□
イ
□
ヲ
□
□
（
イ
）」
と
み
え
る
こ

と
で
あ
る
。
こ
の
度
の
件
は
、
戦
争
に
よ
る
「
放
火
」
が
す
べ
て
の
始
ま
り
で
あ
っ
た
。「
其
年
寒
立
ニ
テ
五
穀
一
ト
シ
テ
不
熟
」

か
ん
だ
ち

か
ん
だ
ち
め

故
に
作
物
高
騰
を
生
み
「
人
民
餓
□
（
死
）
五
ケ
村
之
内
千
余
人
也
」
と
い
う
の
で
あ
る
。「
寒
立
」
と
は
、
周
知
な
「
寒
立
馬
」

と
の
関
連
か
ら
も
自
然
現
象
と
し
て
の
酷
寒
の
意
で
あ
ろ（

４
）う

。
な
お
、
こ
の
一
件
に
つ
い
て
は
、
小
笠
原
長
和
「
戦
国
動
乱
下
の
造

像
―
下
総
国
三
崎
荘
長
禅
寺
愛
染
明
王
像
を
中
心
に
―
」（『
中
世
房
総
の
政
治
と
文
化
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
五
年
）、
横
田
光

雄
「
戦
国
大
名
と
寺
社
の
破
壊
・
修
造
―
東
国
の
事
例
を
中
心
に
―
」（『
戦
国
史
研
究
』
三
十
二
号
、
一
九
九
六
年
）
に
詳
し
い
。

⑱
永
禄
十
一
年
（
一
五
六
八
）
十
二
月
か
ら
の
甲
斐
武
田
信
玄
の
駿
河
侵
攻
（「
駿
州
錯
乱
」。「
本
間
氏
古
文
書
等
一
」
静
中
四

―
三
五
）
に
よ
り
小
泉
久
遠
寺
は
諸
堂
に
被
害
を
受
け
た
が
、
そ
れ
は
同
じ
富
士
郡
上
方
の
上
野
大
石
寺
（
静
岡
県
富
士
宮
市
上

条
）・
北
山
本
門
寺
（
同
市
北
山
）
も
同
様
で
あ
っ
た
。
北
山
本
門
寺
の
永
禄
十
二
年
二
月
四
日
の
「
焼
失
」
も
、
そ
れ
と
の
関
係

が
想
定
さ
れ
る
（「
北
山
本
門
寺
文
書
」
静
中
三
―
三
〇
三
一
）。
二
月
七
日
の
上
野
大
石
寺
の
焼
失
も
同
様
で
あ
ろ
う
。
ま
た
信
玄

は
、
翌
年
の
八
月
十
二
日
に
「
大
風
・
大
波
立
チ
寄
り
、
原
・
吉
原
の
道
ニ
テ
、
源
氏
重
代
ノ
八
幡
の
旗
ヲ
津
波
に
取
ら
れ
軍
勢
ヲ

（２９）
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流
さ
れ
、
漸
ク
信
玄
近
習
ノ
侍
ノ
ミ
此
の
大
石
が
原
を
逃
げ
帰
る
」（「
有
師
物
語
聴
聞
抄
佳
跡
上
」
堀
日
亨
編
『
富
士
宗
学
要
集
第

一
巻
』
聖
教
新
聞
社
、
一
九
九
三
年
）
と
い
う
事
態
に
直
面
し
た
と
い
う
。
こ
れ
に
は
、
な
お
史
料
批
判
が
必
要
で
あ
る
が
（
菅
野

憲
道
「
武
田
氏
の
駿
河
侵
攻
と
富
士
門
徒
」『
興
風
』
十
七
号
、
二
〇
〇
五
年
）、
同
じ
富
士
郡
上
方
の
北
山
本
門
寺
も
小
泉
久
遠
寺

も
、「
大
風
」「
大
波
」「
津
波
」（
風
津
波
を
含
む
）
に
晒
さ
れ
る
状
況
が
存
在
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ（

５
）う

。

⑲
元
亀
二
年
（
一
五
七
一
）
の
「
八
月
廿
一
日
夜
中
ヨ
リ
大
風
吹
、
大
雨
降
」（「
海
上
年
代
記
」）
っ
た
と
い
う
。「
大
風
」
と
「
大

雨
」（「
大
水
」「
洪
水
」）
は
一
対
で
記
さ
れ
る
例
が
多
い
。
一
体
化
し
て
襲
っ
て
き
た
証
拠
で
あ
る
（「
常
在
寺
衆
中
記
」
他
）。

⑳
妙
本
寺
日
我
は
、
天
正
二
年
（
一
五
七
四
）
六
月
〜
同
四
年
六
月
に
か
け
て
里
見
義
堯
死
去
に
と
も
な
う
「
唯
我
尊
霊
百
日
記
」

（『
千
葉
県
の
歴
史
資
料
編
中
世
３
（
県
内
文
書
２
）』）
を
「
隠
居
之
栖
」（
北
郡
岩
井
郷
中
塚
の
宮
谷
の
小
屋
）
で
執
筆
し
た
が
、

そ
の
中
に
「
大
雨
」
と
か
そ
の
際
に
詠
ん
だ
漢
詩
の
一
節
と
し
て
「
三
年
風
雨
吹
晴
時
」
な
ど
が
み
え
る
。

㉑
妙
本
寺
日
我
は
、
天
正
四
年
（
一
五
七
六
）
六
月
に
「
我
邦
雑
記
」（『
千
葉
県
の
歴
史
資
料
編
中
世
３
（
県
内
文
書
２
）』）
を

「
於
岩
井
中
塚
、
大
雨
・
長
雨
ノ
時
書
之
」
と
い
う
。「
大
雨
」「
長
雨
」
の
な
か
で
の
所
産
で
あ
っ
た
。
⑳
㉑
は
、
ほ
ぼ
同
時
的
に

同
様
な
条
件
下
で
書
か
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
時
期
的
に
梅
雨
時
で
あ
っ
た
の
で
、
山
中
の
小
屋
故
に
寺
院
よ
り
自
然
災
害
を
ま
と
も

に
受
け
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

㉒
年
未
詳
六
月
二
十
日
付
杲
永
房
宛
日
提
書
状
（「
妙
本
寺
文
書
」
二
九
三
）
に
「
当
寺
（
小
泉
久
遠
寺
）、
去
年
・
去
々
年
旱
魃

故
、
不
如
意
御
察
可
有
候
」
と
み
え
る
。「
旱
魃
故
、
不
如
意
」
と
あ
る
様
に
、
自
然
災
害
は
、
た
だ
ち
に
困
窮
状
態
を
招
い
た
の

で
あ
っ
た
。
天
正
三
年
（
一
五
七
五
）
か
ら
同
七
年
頃
に
推
定
さ
れ
る
も
の
で
、
小
泉
久
遠
寺
代
官
日
提
が
妙
本
寺
日
侃
に
出
し
た

書
状
で
あ
る
。
直
接
房
総
関
係
の
も
の
で
は
な
い
が
、
駿
河
の
住
人
と
安
房
の
住
人
が
自
然
災
害
に
よ
る
被
害
を
共
有
し
合
っ
て
い
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た
様
子
が
窺
わ
れ
る
。
天
正
四
年
末
に
は
、
駿
河
駿
東
郡
口
野
五
ケ
村
（
静
岡
県
沼
津
市
獅
子
浜
他
）
の
百
姓
が
「
日
損
」（
日
照

り
）・「
水
損
」（
洪
水
）
を
理
由
に
課
役
の
減
免
を
北
条
氏
に
要
求
し
て
い
る
例
（「
植
松
文
書
」
静
中
四
―
一
〇
二
九
）
も
あ
り
（
藤

木
久
志
「
海
村
の
退
転
」
池
上
裕
子
編
『
中
近
世
移
行
期
の
土
豪
と
村
落
』
岩
田
書
院
、
二
〇
〇
五
年
）、
駿
河
関
係
史
料
と
し
て

注
目
さ
れ（

６
）る

。

㉓
天
正
八
年
（
一
五
八
〇
）
十
一
月
日
付
蓮
照
坊
（
日
山
）
宛
日
我
書
状
（「
椙
山
林
継
家
文
書
」
戦
房
一
七
七
三
）
は
、
妙
本

寺
日
我
が
永
禄
十
年
（
一
五
六
七
）
に
末
寺
の
谷
山
妙
顕
寺
（
千
葉
県
鋸
南
町
）
に
隠
居
し
て
以
降
の
十
三
年
間
を
「
乱
中
・
飢
饉
、

年
々
衰
微
不
及
言
候
」
と
述
べ
た
う
え
で
、
こ
の
「
二
三
年
以
外
き
ヽ
ん
（
飢
饉
）
い
た
し
、
上
下
万
人
つ
ま
り
候
て
過
半
う
へ
し

（
餓
死
）
に
仕
候
」
と
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。
天
正
六
年
〜
八
年
の
飢
饉
で
万
民
が
「
つ
ま
り
」、
過
半
は
「
う
へ
し
に
」
し
た
と

い
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
か
ら
随
時
み
ら
れ
る
「
つ
ま
り
」
と
は
、「
作
物
の
作
柄
が
良
く
な
く
、
食
物
に
事
欠
く
状
態
」（
前
掲
湯
浅

『
戦
国
仏
教

中
世
社
会
と
日
蓮
宗

』）
を
含
め
て
一
般
的
に
は
経
済
状
況
・
景
気
が
良
く
な
い
状
態
（
不
景
気
）
を
指
す
こ
と

が
多
い
。
ま
た
日
我
「
唯
我
尊
霊
百
日
記
」
に
「
可
書
雖
多
ト
、
紙
ツ
マ
リ
、
日
モ
ク
ル
ヽ
間
（
下
略
）」
と
み
え
る
如
く
、
欠
乏
・

不
足
な
状
態
を
指
す
言
葉
と
し
て
も
使
用
さ
れ
て
い
る
。

な
お
、
天
正
七
年
の
千
葉
県
袖
ヶ
浦
市
の
「
横
田
之
不
作
」（「
葛
田
昌
也
家
文
書
」
戦
房
一
六
七
四
）、
千
葉
県
君
津
市
の
「
蒲

生
之
不
作
」（「
鴇
田
家
文
書
」
戦
房
一
六
七
五
）
な
ど
も
、
そ
う
し
た
状
況
の
一
端
で
あ
ろ
う
か
。
天
正
五
年
の
里
見
氏
の
北
条
氏

と
の
和
睦
（
房
相
同
盟
）
の
背
景
に
も
、
こ
う
し
た
積
年
の
戦
争
と
自
然
災
害
に
よ
る
疲
弊
状
況
が
存
在
し
た
に
違
い
な
い
。
そ
の

点
は
、
す
で
に
北
条
氏
康
自
身
が
永
禄
十
二
年
段
階
に
「
惣
而
房
・
相
御
弓
矢
無
際
限
、
諸
卒
之
労
煩
、
万
民
之
愁
歎
、
余
多
折

角
ニ
候
」（「
妙
本
寺
文
書
」
三
九
七＝

戦
房
一
三
〇
五
）
と
述
べ
て
い
る
通
り
で
あ
る
。
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㉔
（
天
正
九
年
〈
一
五
八
一
〉）
三
月
二
十
五
日
付
（
豊
後
）
佐
伯
正
覚
院
宛
日
我
書
状
（「
伊
豆
実
成
寺
文
書
」）
に
「
久
遠
寺
・

妙
本
寺
此
中
日
者
、
無
何
事
候
、
乍
去
、
乱
入
・
飢
饉
、
迷
惑
此
事
候
、
愚
両
寺
可
相
扶
擬
処
、
自
分
之
不
如
意
可
有
推
量
候
、
日

侃
并
衆
中
無
何
事
候
以
時
分
登
山
候
歟
、
不
然
者
、
医
骨
相
貯
之
資
財
両
寺
へ
寄
進
、
日
侃
・
日
我
へ
可
有
助
成
候
」「
乍
去
衣
食
不

参
候
、
後
日
之
存
命
大
切
候
」
な
ど
と
み
え
る
（
拙
稿
「
安
房
妙
本
寺
日
我
と
日
向
法
難
―
特
に
二
通
の
日
我
書
状
か
ら
―
」『
興

風
』
二
十
一
号
、
二
〇
〇
九
年
）。
小
泉
久
遠
寺
は
甲
斐
武
田
氏
を
め
ぐ
る
「
乱
入
」（
天
正
壬
午
の
乱
）
事
態
に
突
入
し
、
定
善
寺

日
現
は
、
天
正
九
年
の
妙
本
寺
再
登
山
の
帰
途
、
小
泉
久
遠
寺
登
山
を
目
指
し
た
が
、「
乱
国
」
故
に
叶
わ
ず
、
日
長
の
「
駿
河
長

久
保
之
小
坊
」＝

小
泉
久
遠
寺
末
寺
円
蔵
寺
（
静
岡
県
駿
東
郡
長
泉
町
元
長
窪
）
に
「
逗
留
」
し
「
伊
豆
伊
東
浦
」
か
ら
日
向
に
下

向
し
た
と
い
う
（「
卒
塔
婆
抄
」『
妙
本
寺
典
籍
目
録
』
№
７５
）。
小
泉
久
遠
寺
は
、
当
時
ま
さ
に
「
乱
国
」「
乱
入
」
下
に
あ
っ
た
の

で
あ
る
。
ま
た
妙
本
寺
が
「
飢
饉
」
下
に
あ
っ
た
こ
と
は
㉓
に
も
み
え
、
そ
の
延
長
上
の
事
態
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
う
し
た

状
況
下
で
「
不
如
意
」
で
あ
っ
た
日
我
は
、
佐
伯
正
覚
院
に
も
し
登
山
出
来
な
い
場
合
は
「
医
骨
」（
医
術
の
心
得
）
で
、
貯
え
た

資
材
を
両
寺
に
寄
進
し
日
我
・
日
侃
を
助
成
せ
よ
と
述
べ
た
の
で
あ
っ
た
。

㉕
年
未
詳
二
月
六
日
付
高
野
山
西
門
院
宛
原
胤
栄
書
状
（「
西
門
院
文
書
」
戦
房
二
二
二
九
）
に
は
「
当
地
火
事
、
被
聞
召
及
、

以
御
使
僧
被
仰
越
候
、
畏
入
候
、
大
風
故
、
遠
所
之
火
事
、
城
内
迄
吹
越
申
候
、
不
及
是
非
候
、
漸
屋
作
等
悉
申
付
候
」と
み
え
る
。

「
当
地
」＝

下
総
臼
井
城
（
千
葉
県
佐
倉
市
臼
井
田
）
が
「
大
風
」
の
影
響
で
、「
遠
所
之
火
事
」
が
「
城
内
迄
吹
越
」
し
「
火
事
」

た
ね
よ
し

と
な
っ
た
こ
と
を
伝
え
る
も
の
で
あ
る
。
臼
井
城
は
、
印
旛
沼
に
面
し
た
湖
沼
城
で
あ
っ
た
。
城
主
原
胤
栄
は
天
正
十
七
年
（
一
五

八
九
）
十
二
月
五
日
に
死
去
し
て
い
る
の
で
、
そ
れ
以
前
の
こ
と
、
ほ
ぼ
天
正
十
年
前
後
の
火
害
で
あ
り
風
害
で
あ
っ
た
と
推
察
さ

れ
る
（
拙
稿
「
下
総
臼
井
・
小
弓
城
主
原
胤
栄
に
関
す
る
覚
書
―
高
野
山
『
西
門
院
文
書
』
を
中
心
に
―
」『
中
世
東
国
政
治
史
論
』
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塙
書
房
、
二
〇
〇
六
年
）。
こ
の
火
害
の
事
実
は
臼
井
城
の
発
掘
調
査
か
ら
も
裏
付
け
ら
れ
、
考
古
学
的
に
裏
の
取
れ
る
事
象
と
し

て
貴
重
で
あ
る
（
外
山
信
司
「
臼
井
城
」『
千
葉
県
の
歴
史
資
料
編
中
世
１
（
考
古
資
料
）』
一
九
九
八
年
）。

㉖
「
海
上
年
代
記
」
に
は
、
天
正
十
三
年
（
一
五
八
五
）
の
「
八
月
廿
八
日
大
風
吹
、
城
破
」
と
み
え
る
。
こ
れ
が
年
未
詳
十
月

十
一
日
付
北
条
氏
光
宛
正
木
頼
忠
書
状
（「
千
葉
県
立
中
央
図
書
館
所
蔵
三
浦
文
書
」
戦
房
二
〇
五
四
・
二
三
七
一
。『
勝
浦
市
史
資

料
編
中
世
』
二
〇
〇
三
年
）
の
「
去
大
風
、
其
地
（
武
蔵
小
机
城
〈
神
奈
川
県
横
浜
市
港
北
区
小
机
町
〉）
者
如
何
、
当
地
へ
者
、

取
分
当
門
戸
已
下
破
損
、
彼
再
興
于
今
半
途
、
然
間
自
絶
音
、
背
本
意
迄
候
」
に
呼
応
す
る
と
す
る
一
説
（『
千
葉
縣
史
料
中
世
篇

諸
家
文
書
補
遺
』
一
九
九
一
年
）
も
あ
る
。
た
だ
地
理
的
な
問
題
も
あ
り
、
な
お
検
討
を
要
し
よ
う
。
と
は
い
え
、「
当
地
」
と
推

定
さ
れ
る
海
（
湊
）
城
た
る
勝
浦
城
（
千
葉
県
勝
浦
市
）
が
天
正
十
年
代
に
「
大
風
」
で
被
害
を
受
け
た
こ
と
は
、
間
違
い
な
い
。

な
お
、
天
正
十
六
年
の
某
月
某
日
の
「
夜
」
に
安
房
岡
本
城
（
千
葉
県
南
房
総
市
富
浦
町
豊
岡
）
の
「
本
城
」（「
国
主
〈
里
見
義

康
〉
御
殿
」）
が
「
炎
上
」（「
火
難
」）
し
、
そ
の
「
殿
内
近
習
ノ
役
」
を
勤
め
て
い
た
岡
本
頼
元
が
「
一
夜
闕
番
ノ
過
失
」（
失
火

責
任
）
を
問
わ
れ
、「
懸
命
ノ
小
所
」
を
没
収
さ
れ
「
親
子
・
所
従
饉
渇
」（「
饉
渇
」
が
「
飢
餓
」・「
飢
渇
」
同
義
で
使
用
さ
れ
て

お
り
、
そ
の
多
様
性
に
注
目
さ
れ
る
）
に
及
ん
だ
と
い
う
（「
那
古
寺
文
書
」
戦
房
二
四
三
四
。
滝
川
恒
昭
「
里
見
氏
と
岡
本
城
」『
千

葉
県
南
房
総
市
岡
本
城
跡
確
認
調
査
報
告
書
』
二
〇
〇
八
年
）。
こ
の
火
害
も
、
岡
本
城
の
発
掘
調
査
で
そ
の
痕
跡
が
多
数
確
認
さ

れ
た
、
貴
重
な
裏
の
取
れ
る
事
象
で
あ
っ
た
。
ま
た
当
時
放
火
・
失
火
を
含
め「
火
害
」に
そ
の
責
任
が
厳
し
く
問
わ
れ
た
こ
と
は
、

妙
本
寺
末
寺
上
行
寺
（
千
葉
県
鴨
川
市
磯
村
に
曾
存
）
の
「
不
慮
之
火
事
出
来
」
に
対
す
る
領
主
の
「
坊
主
」
へ
の
対
応
の
在
り
方

に
窺
わ
れ
る
（「
妙
本
寺
文
書
」
一
一
二
・
一
一
四
）。「
至
火
主
者
、
可
処
厳
科
事
」（「
若
林
家
文
書
」）
と
い
う
規
定
も
み
ら
れ
る
。

こ
の
様
に
㉕
と
い
い
、
陣
所
を
含
め
て
館
・
城
郭
が
火
害
・
風
害
な
ど
の
災
害
に
し
ば
し
ば
晒
さ
れ
た
の
は
、
立
地
条
件
と
木
造
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い

ろ

り

た
い
ま
つ

建
築
を
前
提
と
す
る
生
活
様
式
（
灯
火
・
囲
炉
裏
・
松
明
他
）
に
起
因
す
る
も
の
で
あ
っ
た
（
盛
本
昌
広
「
鎌
倉
の
明
か
り
」『
神

奈
川
地
域
史
研
究
』
十
二
号
、
一
九
九
四
年
）。
北
条
氏
で
は
、「
火
之
廻
奉
行
」
を
設
置
し
「
敵
動
之
時
分
者
火
を
け
さ
（
消
）
す

へ
し
、
風
之
日
も
同
前
」（「
川
面
文
書
」
戦
北
三
七
五
〇
）
を
規
定
し
た
り
、
城
掟
で
「
風
雨
之
日
者
、（
中
略
）
諸
曲
輪
巡
見
、

破
損
普
請
」「
日
夜
之
用
心
、
火
の
廻
」（「
林
新
之
助
氏
所
蔵
文
書
」
戦
北
三
二
四
三
）
を
規
定
し
た
り
、
さ
ら
に
「
宿
」
に
も
「
風

日
ニ
火
煙
間
敷
候
」（「
福
田
寿
郎
氏
所
蔵
文
書
」
戦
北
二
五
四
二
）
こ
と
を
命
じ
て
お
り
、「
風
」
と
「
火
」
に
細
心
の
注
意
を
払
っ

て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
水
害
（
洪
水
）
に
対
し
て
も
同
様
で
、
そ
れ
に
対
し
て
様
々
な
対
策
が
取
ら
れ
た
こ
と
は
、
佐
脇
敬
一

郎
「
戦
国
期
の
水
害
と
城
普
請
・
治
水
工
事
」（『
戦
国
史
研
究
』
四
十
六
号
、
二
〇
〇
三
年
）
に
詳
し
い
。

㉗
（
文
禄
元
年
〈
一
五
九
二
〉
カ
）
二
月
十
三
日
付
小
泉
久
遠
寺
（
日
珍
）
宛
日
侃
書
状
（「
妙
本
寺
文
書
」
一
一
五＝

戦
房
二

四
九
六
）に
は「
世
上
つ
ま
り
万
端
不
弁
之
間
、
我
々
無
力
前
代
未
聞
に
候
、
剰
去
今
両
年
此
方
大
飢
饉
、
乞
食
・
餓
死
無
際
限
候
、

当
年
ハ
当
□
（
寺
）
□
田
地
無
之
候
て
、
耕
作
も
前
々
之
三
ケ
一
思
立
候
間
、
後
年
難
続
候
」
と
み
え
る
。
世
上
一
般
が
「
つ
ま
り
」

「
不
弁
」
に
よ
っ
て
、
妙
本
寺
も
「
無
力
前
代
未
聞
」
の
状
態
で
あ
っ
た
と
い
う
。
特
に
天
正
十
九
年
（
一
五
九
一
）
と
今
年
は
、

こ
つ
じ
き

「
大
飢
饉
」
で
「
乞
食
・
餓
死
」
が
際
限
な
く
出
た
と
い
う
。「
乞
食
」
と
い
う
言
葉
は
、
房
総
関
係
で
は
鎌
倉
期
の
日
蓮
関
係
文

書
な
ど
に
み
ら
れ
る
。
当
代
普
遍
的
に
使
わ
れ
る
「
無
力
」
な
る
言
葉
も
、
印
象
的
で
あ
る
。

㉘
（
文
禄
二
年
〈
一
五
九
三
〉）
閏
九
月
二
十
一
日
付
小
泉
久
遠
寺
日
珍
宛
日
侃
書
状
（「
妙
本
寺
文
書
」
一
一
三＝

戦
房
二
五
〇

九
）
に
は
Ⅰ
「
乍
去
大
風
故
、
作
毛
不
熟
之
由
、
此
国
（
安
房
）
も
同
前
ニ
候
」
Ⅱ
「
当
寺
之
事
無
事
ニ
候
、
只
次
第
〳
ニ〵
万
事

つ
ま
り
候
て
、
無
力
申
候
、
今
月
も
僧
衆
・
下
人
十
人
は
か
り
、
扶
持
を
は
な
し
（
放
）
申
候
、
其
外
遠
本
寺
・
本
乗
寺
、
有
而
な

き
か
こ
と
く
罷
成
候
」
Ⅲ
「
当
年
当
国
（
安
房
）
木
綿
ち
か
い
候
て
、
無
御
座
候
」
と
み
え
る
。
Ⅰ
は
、
駿
河
小
泉
久
遠
寺
は
同
年
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「
大
風
」
で
「
作
毛
不
熟
」
で
あ
っ
た
が
、「
此
国
（
安
房
）」
も
「
同
前
」
で
あ
っ
た
と
い
う
。
こ
れ
も
、
本
末
間
で
自
然
災
害
の

影
響
を
共
有
し
あ
っ
た
も
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
㉗
の
天
正
十
九
年
か
ら
こ
の
文
禄
二
年
に
至
っ
て
も
、「
大
飢
饉
」「
作
毛
不
熟
」
の
状
態
が
続
い
て
い
た
の
で
あ
っ

た
。
Ⅱ
は
、
そ
の
結
果
、
万
事
「
つ
ま
り
」「
無
力
」
と
な
り
、
僧
衆
や
下
人
の
取
り
放
し
（
解
雇
）
が
行
わ
れ
、
遠
本
寺
（
千
葉

県
鴨
川
市
）・
本
乗
寺
（
千
葉
県
富
津
市
）
と
い
っ
た
有
力
末
寺
も
「
有
而
な
き
か
こ
と
く
」
な
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
Ⅲ
は
、

今
年＝

文
禄
二
年
は
「
ち
か
い
」（
地
怪
）
に
よ
り
木
綿
栽
培
が
で
き
な
か
っ
た
こ
と
を
示
す
史
料
で
あ
る
。「
ち
か
い
」
と
は
、「
地

上
に
起
こ
る
さ
ま
ざ
ま
な
怪
異
、
異
変
。
地
異
。
地
変
」（『
日
本
国
語
大
辞
典
』）
を
い
う
（「
常
在
寺
衆
中
記
」
に
も
頻
出
）。
そ

の
影
響
で
、
年
に
よ
っ
て
は
栽
培
で
き
な
い
こ
と
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
自
然
の
猛
威
に
対
す
る
生
産
性
の
低
さ
が
窺
わ
れ
る
。

け
ふ
き
ぐ
さ

な
お
、
正
保
二
年
（
一
六
四
五
）
刊
行
の
俳
書
作
法
書
「
毛
吹
草
」
第
四
巻
に
は
、
諸
国
の
「
名
物
」
と
し
て
「
安
房
」
の
「
木

綿
」
が
記
さ
れ
て
い
る
の
で
、
当
時
産
地
と
し
て
有
名
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
（『
永
原
慶
二
著
作
選
集
第
八
巻
日
本
経
済
史

苧
麻
・

絹
・
木
綿
の
社
会
史
」』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
八
年
）。

㉙
文
禄
四
年
（
一
五
九
五
）
九
月
十
八
日
付
大
神
宮
大
禰
宜
・
五
郎
禰
宜
宛
里
見
家
奉
行
人
連
署
証
状
（「
安
房
神
社
文
書
」
戦

房
二
五
一
九
）
に
「
此
度
之
大
風
故
、
上
之
大
宮
并
下
之
宮
悉
吹
臥
、
道
具
等
迄
不
残
損
候
由
、
被
申
上
候
、
則

御
台
様
（
里
見

義
康
室
藤
井
殿
）
へ
披
露
申
候
、
依
之
御
か
り
（
仮
）
屋
為
再
興
、
番
匠
・
山
瓦
以
下
扶
持
と
し
て
上
之
宮
・
下
之
宮
御
両
宮
へ
俵

子
拾
五
俵
被
相
渡
候
」
と
み
え
る
。
安
房
神
社
（
千
葉
県
館
山
市
）
の
自
然
災
害
の
様
子
と
そ
の
再
建
に
対
す
る
里
見
氏
の
対
応
の

様
子
が
知
ら
れ
る
。
翌
年
三
月
十
四
日
付
堀
江
頼
忠
等
奉
加
書
上
（「
安
房
神
社
文
書
」
戦
房
二
五
二
一
）
は
、
そ
の
再
建
後
の
「
か

り
（
仮
）
屋
」
か
ら
の
遷
宮
に
関
わ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
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な
お
、
安
房
神
社
は
、
そ
の
前
の
文
禄
二
年
八
月
に
も
「
大
神
宮
ミ
や
（
宮
）
破
候
間
、
か
り
（
仮
）
屋
つ
く
ら
せ
へ
く
候
、
其

郷
納
之
内
兵
粮
六
表
（
俵
）
本
俵
に
て
禰
き
（
宜
）・
大
工
か
た
（
方
）
へ
厳
蜜
（
密
）
ニ
可
相
渡
者
也
」（「
安
房
神
社
文
書
」
戦

房
二
五
〇
八
）
と
み
え
、
海
に
面
す
る
と
い
う
立
地
条
件
も
あ
り
、
連
年
同
様
な
自
然
災
害
に
遭
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対

し
て
、
里
見
氏
は
「
俵
子
」＝

「
兵
粮
」
米
の
禰
宜
・
大
工
・
瓦
職
人
以
下
へ
の
「
扶
持
」
米
支
給
で
も
っ
て
対
応
し
て
い
た
の
で

あ
っ
た
。

㉚
（
元
和
四
年
〈
一
六
一
八
〉
カ
）
四
月
十
四
日
付
定
善
寺
（
日
定
）
宛
日
珍
条
々
（「
定
善
寺
文
書
」
五
六
）
に
「
新
地
御
取

立
作
事
被
成
候
処
、
悪
風
ニ
御
堂
・
客
殿
破
損
」
と
み
え
、
日
向
定
善
寺
の
新
地
に
建
立
さ
れ
た
御
堂
・
客
殿
が
「
悪
風
」
で
破
損

し
た
の
で
あ
っ
た
。
定
善
寺
は
河
川
（
塩
見
川
）
に
囲
ま
れ
た
小
高
い
丘
の
上
と
い
う
立
地
条
件
に
あ
り
、
ま
と
も
に
被
害
を
受
け

た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

㉛
寛
永
十
八
年
（
一
六
四
一
）
四
月
付
奉
行
所
宛
久
遠
寺
一
札
写
（「
妙
本
寺
文
書
」
四
四
三
）
に
「
慶
長
十
三
年
（
一
六
〇
八
）

戊申
九
月
十
六
日
大
風
雨
ニ
而
、
富
士
之
下
方
小
泉
上
井
出
�
甲
州
江
吹
通
申
候
、
其
風
筋
ニ
而
客
殿
・
庫
裏
等
々
迄
吹
取
申
候
、
依
之

小
屋
懸
ニ
而
罷
有
候
内
、
慶
長
十
五
年
庚戌

極
月
廿
六
日
ニ
彼
小
屋
�
火
事
出
来
、
右
之
証
文
共
焼
失
申
候
」
と
み
え
る
。
小
泉
久
遠

寺
は
、「
大
風
雨
」
で
客
殿
・
庫
裏
な
ど
が
吹
き
飛
ば
さ
れ
、
移
っ
た
小
屋
で
火
害
も
発
生
し
、「
従
前
々
数
通
之
先
証
文
、
殊
豊
臣

大
（
太
）
閤
秀
吉
公
之
御
教
書
、
并
御
入
国
以
来
天
下
御
一
統
之
御
代
官
井
出
志
摩
守
（
正
次
）
証
文
」
類
が
「
焼
失
」
し
た
と
い

う
。
慶
長
十
七
年
（
一
六
一
二
）
に
小
泉
久
遠
寺
の
五
堂
が
大
施
主
（
願
主
）
小
泉
次
太
夫
吉
次
に
よ
っ
て
再
建
さ
れ
る
の
は
、
そ

れ
を
受
け
て
の
こ
と
で
あ
っ
た
と
推
察
さ
れ
る
（「
定
善
寺
文
書
」
五
六
・
九
五
。「
妙
本
寺
文
書
」
一
九
八
）。

こ
う
し
た
火
害
を
含
め
た
様
々
な
自
然
災
害
に
よ
る
「
証
文
」（
古
文
書
）
の
紛
失
の
問
題
は
、
歴
史
学
に
と
っ
て
検
討
す
べ
き
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固
有
な
課
題
と
い
っ
て
よ（

７
）い

。
例
え
ば
、
天
文
二
十
三
年
（
一
五
五
四
）
の
「
今
度
之
大
風
・
洪
水
」（「
今
度
大
風
雨
」）
で
駿
河

吉
原
宿
・
湊
（
静
岡
県
吉
原
市
）
の
有
力
な
商
職
人
矢
部
氏
が
当
主
将
監
の
「
死
去
」（
恐
ら
く
風
津
波
に
よ
る
災
害
死
。
吉
原
と

風
津
波
の
関
係
は
、
先
の
⑱
に
も
み
ら
れ
た
）
の
み
な
ら
ず
「
彼
者
数
通
之
判
形
出
置
之
処
、
只
今
失
却
」
し
た
こ
と
に
対
し
て
、

今
川
義
元
は
す
ぐ
さ
ま
「
兄
弟
・
親
類
・
其
外
自
余
之
輩
」
に
よ
る
「
横
妨
」
出
来
を
防
ぐ
た
め
に
「
親
類
」
孫
三
郎
に
遺
領
（「
駿

河
国
吉
原
道
者
・
商
人
問
屋
之
事
」）
の
安
堵
を
行
っ
て
い
る
（「
矢
部
文
書
」
静
中
三
―
二
二
三
八
・
二
二
四（

８
）二

）。

な
お
、
⑪
⑬
⑳
㉑
㉒
に
み
ら
れ
る
様
に
、
山
野
に
せ
よ
、
平
場
に
せ
よ
、
小
屋
は
、
戦
争
・
自
然
災
害
と
い
う
非
日
常
的
な
事
態

に
お
い
て
一
種
の
磁
場
の
役
割
を
果
た
す
存
在
で
あ
っ
た
。
ま
た
そ
の
小
屋
で
の
火
害
の
例
が
散
見
さ
れ
る
の
は
、
館
・
城
郭
以
上

に
臨
時
の
建
物
（
小
屋
を
懸
け
る
）
と
い
う
性
格
上
の
問
題
が
存
在
し
た
と
推
定
さ
れ
る
（
日
我
「
職
原
抄
私
下
」『
妙
本
寺
典
籍

目
録
』
№
３８
。「
妙
本
寺
文
書
」
一
四
一
・「
下
総
旧
事
」
戦
房
一
一
六
五
他
）。

32
年
未
詳
十
月
二
十
四
日
付
日
珍
・
久
遠
寺
大
衆
中
宛
定
善
寺
日
定
書
状
（「
妙
本
寺
文
書
」
四
二
一
）
に
「
今
年
七
月
十
六
日
、

珍
敷
大
風
吹
候
て
堂
・
客
殿
以
下
、
悉
吹
損
申
候
、（
中
略
）
漸
小
屋
懸
申
、
何
事
も
新
き
屋
移
の
こ
と
く
仕
候
て
令
堪
忍
候
」
と

み
え
る
。
日
向
定
善
寺
の
客
殿
以
下
が
「
悉
」
く
「
大
風
」
で
吹
き
飛
ば
さ
れ
た
と
い
う
。
年
代
は
特
定
で
き
な
い
が
、
日
珍
の
死

去＝

寛
永
二
十
年
（
一
六
四
三
）
八
月
二
十
七
日
以
前
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
自
然
災
害
も
、
㉚
と
同
様
、
定
善
寺
の
立
地
条
件
に

規
定
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
前
後
の
定
善
寺
は
、
天
正
六
年
（
一
五
七
八
）
に
大
友
宗
麟
に
よ
っ
て
「
破
壊
」
さ
れ
た
う

え
同
九
年
に
も
「
日
州
弓
矢
出
来
」
で
「
破
却
」
さ
れ
、
次
い
で
㉚
の
元
和
四
年
（
一
六
一
八
）
頃
に
「
悪
風
」
で
「
御
堂
・
客
殿

破
損
」
し
た
う
え
今
度
の
「
大
風
」
で
「
堂
・
客
殿
以
下
悉
吹
損
」
し
、
さ
ら
に
後
年
に
「
客
殿
建
立
候
へ
と
も
、
次
年
之
大
風
ニ

戸
構
上
葺
其
外
釜
□
已
下
一
ツ
茂
不
残
吹
く
つ
し
失
方
角
候
」（「
定
善
寺
文
書
」
八
六
）
と
い
う
具
合
に
、
自
然
災
害
と
戦
乱
に
よ
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る
被
害
と
復
興
の
連
続
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
妙
本
寺
も
小
泉
久
遠
寺
な
ど
も
同
様
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

な
お
、
慶
長
十
九
年
（
一
六
一
四
）
八
月
二
十
八
日
の
「
古
今
無
之
大
風
」（「
駿
府
記
」）
の
被
害
を
受
け
た
武
州
池
上
本
門
寺

（
東
京
都
大
田
区
）
の
日
詔
は
、
翌
日
に
妙
覚
寺
（
千
葉
県
勝
浦
市
興
津
）
宮
辺
長
左
衛
門
に
そ
の
様
子
を
「
此
方
之
様
子
皆
々
懸

御
目
度
候
、
両
堂
上
ふ
き
や
ふ
り
（
吹
破
）
申
候
、
書
院
・
宝
蔵
・
く
り
（
庫
裏
）・
客
殿
・
其
外
家
十
計
も
皆
々
ふ
き
や
ふ
り
（
吹

破
）
申
候
、
山
中
・
門
前
一
処
も
不
残
や
ふ
り
（
破
）
申
候
、
一
代
之
迷
惑
不
過
之
候
」（「
光
福
寺
文
書
」『
千
葉
県
の
歴
史
資
料

編
中
世
３
（
県
内
文
書
２
）』）
と
伝
え
て
い
る
が
、
池
上
本
門
寺
は
そ
れ
以
前
の
日
惺
段
階
に
「
大
堂
之
葺
替
、
殊
ニ
此
比
者
、
脇

坊
迄
為
作
候
間
、
苦
労
不
斜
候
」（「
妙
厳
寺
文
書
」『
千
葉
縣
史
料
中
世
篇
諸
家
文
書
』
一
九
六
二
年
）
の
状
態
で
あ
り
、
ま
た
そ

の
後
の
日
樹
段
階
に
も
「
本
院
悉
焼
失
」（「
妙
厳
寺
文
書
」）
し
て
お
り
、
連
続
し
た
相
通
ず
る
事
態
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。

こ
の
前
後
、
安
房
小
湊
誕
生
寺
（
千
葉
県
鴨
川
市
小
湊
）
も
、
祖
師
堂
以
下
が
「
炎
上
」（「
妙
厳
寺
文
書
」）
し
、
そ
の
再
興
に
当

た
っ
て
供
養
（
布
施
）
し
た
と
思
わ
れ
る
人
々
の
名
前
を
記
し
た
棟
札
が
残
っ
て
い
る
（
寺
尾
英
智
『
小
湊
山
史
の
散
策
』
誕
生
寺
、

二
〇
〇
〇
年
）。
棟
札
と
曼
荼
羅
本
尊
は
、
年
記
と
関
わ
っ
た
人
名
を
記
す
点
、
供
養
（
布
施
）
と
復
興
の
貴
重
な
証
で
あ（

９
）る

。

第
二
章

若
干
の
コ
メ
ン
ト
と
見
通
し

以
上
、
妙
本
寺
関
係
史
料
を
通
じ
て
門
流
の
展
開
地
た
る
房
総
・
駿
河
・
日
向
の
室
町
・
戦
国
期
（
一
部
近
世
初
頭
）
の
自
然
災

害（
特
に
地
震
・
火
害
・
水
害
・
風（

１０
）害

）と
従
来
余
り
知
ら
れ
て
い
な
い
房
総
と
そ
の
周
辺
の
例
を
紹
介
し
た
。
地
震
よ
り
も
火
害
・

水
害
・
風
害
な
ど
が
一
般
的
で
あ
っ
た
か
に
み
え
、
そ
れ
に
と
も
な
っ
て
飢
饉
な
ど
が
生
ま
れ
る
と
い
う
構
造
で
あ
る
。
霜
は
み
ら

れ
る
も
の
の
、
降
雪
な
ど
が
こ
れ
ら
の
地
域
は
み
え
な
い
の
は
、
地
域
性
で
あ
ろ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
ら
の
例
は
、
ま
さ
に
氷
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山
の
一
角
に
し
て
自
然
の
も
た
ら
す
猛
威
の
一
端
の
表
出
に
す
ぎ
な
い
。
今
後
も
史
料
発
掘
に
心
し
た
い
。
ま
た
個
々
の
内
容
的
な

検
討
も
今
後
の
課
題
で
あ
る
。
以
下
、
こ
れ
ら
を
踏
ま
え
て
若
干
の
コ
メ
ン
ト
を
し
た
い
。

第
一
は
、
現
実
と
の
緊
張
感
を
と
も
な
っ
た
自
然
災
害
関
係
の
記
述
が
日
蓮
宗
寺
院
関
係
史
料
に
多
い
と
い
う
点
の
理
解
で
あ

る
。
確
か
に
下
総
松
戸
（
千
葉
県
松
戸
市
）
の
「
本
土
寺
過
去
帳
」、
甲
斐
勝
山
（
山
梨
県
勝
山
市
）
の
「
常
在
寺
衆
中
記
」、
駿
河

清
水
海
長
寺
（
静
岡
県
清
水
市
）
の
「
日
海
記
」
な
ど
と
同
様
、
戦
国
期
房
総
で
も
、
日
蓮
宗
寺
院
藻
原
寺
の
③
と
妙
本
寺
の
①
②

④
⑤
⑥
⑪
⑬
⑱
⑳
㉑
㉒
㉓
㉔
㉗
㉘
㉚
㉛
32
と
い
う
具
合
に
圧
倒
的
に
多
い
の
は
事
実
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
あ
た
か
も
宗
祖
日
蓮
の
災

害
認
識
論
（「
災
難
対
治
抄
」「
災
難
興
起
由
来
」「
立
正
安
国
論
」
他
）
に
始
ま
り
、
そ
の
死
去
（
弘
安
五
年
〈
一
二
八
二
〉
十
月

十
三
日
）
の
際
の
「
即
時
大
地
震
動
」（
日
興
「
宗
祖
御
遷
化
記
録
」「
西
山
本
門
寺
文
書
」
鎌
一
四
七
二
二
）
に
終
わ
る
歴
史
を
象

徴
す
る
が
如
く
で
あ
る
（
水
野
章
二
「
中
世
の
災
害
」
前
掲
『
中
世
の
人
と
自
然
の
関
係
史
』
所
収
）。
そ
の
意
味
で
、
日
蓮
・
日

蓮
宗
の
強
烈
な
現
状
認
識
論
の
延
長
上
の
事
態
と
把
握
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。

と
同
時
に
「
恵
光
院
過
去
帳
抜
粋
」
の
⑮
、
真
言
宗
寺
院
の
長
禅
寺
の
⑰
、
神
社
の
海
上
八
幡
宮
の
⑦
⑧
⑨
⑫
の
場
合
も
あ
り
、

史
料
的
残
存
に
規
定
さ
れ
て
い
る
面
も
否
定
で
き
な
い
と
思
わ
れ
る
。
畿
内
近
国
以
外
は
、
公
家
の
日
記
に
準
ず
る
も
の
は
な
く
、

武
家
か
寺
社
に
限
ら
れ
、
し
か
も
武
家
文
書
は
原
則
支
配
文
書
に
し
て
政
治
文
書
と
い
う
側
面
を
具
備
し
た
の
に
対
し
て
、
在
地

（
檀
那
）と
直
接
的
に
向
か
い
合
っ
た
寺
社
文
書
に
よ
り
多
く
の
在
地
情
報
が
記
さ
れ
る
面
も
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

そ
の
点
か
ら
も
、
宗
教
（
寺
社
）
史
資
料
と
し
て
の
聖
教
・
典
籍
・
棟
札
・
曼
荼
羅
本
尊
・
仏
像
（
像
胎
内
銘
）
類
が
も
っ
と
注
目

さ
れ
て
よ
い
と
思
わ
れ（

１１
）る

。

な
お
、
そ
の
点
と
絡
ん
で
、
自
然
災
害
の
記
述
は
な
く
て
も
、
寺
社
再
建
な
ど
に
そ
の
後
の
復
旧
・
復
興
の
一
端
が
隠
さ
れ
て
い
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る
可
能
性
も
高
く
、
そ
の
関
連
性
が
注
目
さ
れ
る
。
ま
た
在
地
徳
政
を
含
め
徳
政
令
発
布
や
改
元
（
災
異
改
元
）
の
実
施
・
地
域
性

も
絡
む
と
は
い
え
異
年
号
（
私
年
号
）
流
布
の
歴
史
的
背
景
も
、
そ
れ
と
同
様
で
あ
ろ
う
（
前
掲
峰
岸
『
中
世
災
害
・
戦
乱
の
社
会

史
』）。

第
二
は
、「
飢
饉
」・「
飢
餓
」・「
つ
ま
り
」・「
無
力
」「
不
如
意
」・「
不
弁
」
な
ど
の
表
記
（
修
辞
）
と
現
実
と
の
乖
離
の
存
在
如

何
で
あ
る
。
そ
の
多
く
が
寺
社
を
中
心
と
す
る
年
代
記
や
私
文
書
故
の
主
観
的
な
認
識
や
評
価
で
あ
り
、
そ
の
厳
密
な
史
料
批
判

（
相
対
化
）
の
必
要
性
で
あ
る
（
矢
田
俊
文
「
中
世
後
期
の
地
震
と
年
代
記
」『
東
北
中
世
史
研
究
会
会
報
』
二
十
二
号
、
二
〇
一

二
年
）。
著
名
な
元
暦
二
年
（
一
一
八
五
）
の
地
震
を
記
す
鴨
長
明
「
方
丈
記
」
の
史
料
批
判
が
必
要
な
の
と
同
様
で
あ
る
（
保
立

道
久
「
平
安
時
代
末
期
の
地
震
と
龍
神
信
仰
―
『
方
丈
記
』
の
地
震
記
事
を
切
り
口
に
―
」『
歴
史
評
論
』
七
五
〇
号
、
二
〇
一
一

年
）。
例
え
ば
、
⑫
の
「
諸
人
多
死
」、
⑮
の
「
人
民
死
事
無
限
」、
⑰
の
「
人
民
餓
□
（
死
）
五
ケ
村
之
内
千
余
人
也
」、
㉓
の
「
過

半
う
へ
し
（
餓
死
）
に
仕
候
」、
㉗
の
「
乞
食
・
餓
死
無
際
限
候
」
な
ど
の
表
記
（
修
辞
）
で
あ
る
。
死
者
な
ど
の
数
に
お
い
て
は

実
際
に
数
え
ら
れ
た
数
も
あ
る（

１２
）が

、
そ
う
で
は
な
く
「
千
余
人
」
な
ど
の
表
記
（
修
辞
）
に
は
数
の
多
さ
を
示
す
以
上
に
特
別
な
意

味
を
持
た
な
い
場
合
が
多
い
の
も
事
実
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
随
時
軒
数
・
戦
死
者
・
貫
高
な
ど
で
み
ら
れ
る「
千
軒
」「
数
千
人
」「
千

貫
文
」
類
の
表
記
と
同
じ
で
あ（

１３
）る

。
ま
た
「
大
風
」「
大
旱
魃
」「
大
飢
饉
」「
大
霜
」「
大
地
震
」「
大
雨
」「
大
疫
病
」「
大
動
」「
大

ナ
イ
ユ
ル
」
な
ど
の
「
大
」
が
記
主
の
主
観
的
な
判
断
で
あ
る
こ
と
も
、
こ
れ
ま
た
い
う
ま
で
も
な
い
。
そ
の
点
、
日
蓮
が
「
国
土

ニ
起
ル
大
地
震
・
非
時
ノ
大
風
・
大
飢
饉
・
大
疫
病
・
大
兵
乱
等
ノ
種
種
ノ
災
難
」（「
災
難
対
治
鈔
」）
と
か
「
大
旱
魃
・
大
火
・

大
水
・
大
風
・
大
疫
病
・
大
飢
饉
・
大
兵
乱
等
の
無
量
の
大
災
難
」（「
新
尼
御
前
御
返
事
」）
と
、「
大
」
を
付
し
て
い
る
の
は
、
象

徴
的
で
あ
る
。
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そ
の
意
味
で
、
科
学
的
な
判
断
（
マ
グ
ニ
チ
ュ
ー
ド
云
々
）
に
基
づ
く
現
代
の
阪
神
淡
路
大
震
災
・
東
日
本
大
震
災
の
感
覚
で
捉

え
る
の
は
、
極
め
て
危
険
で
あ
る
。
前
近
代
と
近
代
で
は
、
そ
の
地
震
像
・
災
害
像
が
前
提
か
ら
根
本
的
に
異
な
る
こ
と
を
銘
記
す

べ
き
で
あ
る
（
高
木
徳
郎
「
中
世
の
地
震
と
津
波
」『
歴
史
と
地
理

日
本
史
の
研
究
』
二
三
八
号
、
二
〇
一
二
年
）。
例
え
ば
、
③

の
地
震
も
、
震
源
地
は
不
明
に
せ
よ
、
都
鄙
に
及
ぶ
大
規
模
地
震
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
上
総
で
も
「
大
地
震
」
と
も
「
地

震
」
と
も
記
さ
れ
、
ま
た
畿
内
で
も
「
地
震
」
と
記
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
関
東
で
の
地
震
故
に
畿
内
で
は
有
感
地
震
と
し
て
感
知

さ
れ
て
の
表
記
と
み
る
こ
と
も
で
き
る
が
、
同
人
物
が
「
大
地
震
」
と
も
「
地
震
」
と
も
記
し
て
い
る
の
は
、
や
は
り
そ
の
表
記
が

主
観
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
物
語
っ
て
い
よ
う
。

な
お
、
自
然
災
害
の
記
事
を
多
数
記
す
「
吾
妻
鏡
」
は
「
大
地
震
」
と
「
地
震
」、「
大
動
」
と
「
小
動
」
を
区
別
し
て
い
る
か
に

み
え
る
が
、
そ
の
基
準
は
も
ち
ろ
ん
不
明
で
あ
る
（
鎌
倉
考
古
学
研
究
所
第
３
回
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
『
考
古
学
か
ら
み
た
鎌
倉
の
災
害

発
表
資
料
集

』
掲
載
松
吉
大
樹
編
「
鎌
倉
災
害
略
年
表
」
二
〇
一
三
年
）。
政
権
都
市
と
い
わ
れ
る
聖
都
鎌
倉
の
自
然
災
害
史

に
つ
い
て
は
、
考
古
学
の
発
掘
成
果
を
踏
ま
え
た
文
献
と
考
古
の
融
合
的
な
研
究
が
展
開
さ
れ
つ
つ
あ（

１４
）る

。

第
三
は
、
そ
の
点
と
も
深
く
結
び
つ
く
と
み
ら
れ
る
様
々
な
行
為
の
存
在
で
あ
る
。
例
え
ば
、
㉗
㉘
と
い
う
「
無
力
」
の
時
に
妙

さ
い
み

本
寺
（
日
侃
）
は
小
泉
久
遠
寺
に
恒
例
化
し
た
木
綿
布
二
十
端
（
ほ
ぼ
法
衣
二
十
人
分
に
相
当
）・
細
布
を
送
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
規
模
は
、
例
え
ば
、
永
禄
八
年
（
一
五
六
五
）
四
月
に
甲
斐
武
田
信
玄
が
勝
山
浅
間
社
（
山
梨
県
富
士
河
口
湖
町
）
に
送
っ
た

の
と
同
額
で
あ
る
（「
富
士
御
室
浅
間
神
社
文
書
」
戦
武
九
三
八
）。「
無
力
之
時
分
」
と
い
い
つ
つ
も
、
そ
れ
だ
け
の
経
済
力
を
な

お
保
持
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
天
正
十
六
年
（
一
五
八
八
）
段
階
に
小
泉
久
遠
寺
の
「
不
如
意
」
に
対
し
て
「
は
や
〳
〵

力
尽
候
」「
無
力
極
候
」（「
妙
本
寺
文
書
」
一
二
三
）
と
い
う
妙
本
寺
が
「
勧
進
」「
助
成
」
し
た
り
、「
年
貢
之
指
合
」
分
に
貨
幣
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的
性
格
を
有
す
る
か
に
み
え
る
「
御
乗
馬
二
疋
・
金
子
参
分
」
な
ど
を
送
っ
て
い
る
の
も
同
様
で
あ
ろ
う
（「
妙
本
寺
文
書
」
三
四
四
）。

相
前
後
す
る
時
期
の
日
侃
注
文
（「
妙
本
寺
文
書
」
三
八
二
）
に
も
、
同
様
な
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。
そ
う
し
た
支
援
を
受
け
る
一
方

で
、
小
泉
久
遠
寺
自
身
、
堂
舎
な
ど
を
再
建
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
果
て
は
天
正
九
年
以
降
の
「
日
蓮
御
自
筆
物
」
を
め
ぐ
る
北
山

本
門
寺
と
西
山
本
門
寺
の
紛
争
で
「
黄
金
五
百
両
之
御
礼
云
々
」（「
西
山
本
門
寺
文
書
」
静
中
四
―
一
五
八
三
・
一
五
八
四
）
が
取

り
沙
汰
さ
れ
る
の
も
現
実
で
あ
っ
た
（
拙
稿
「
安
房
妙
本
寺
門
流
の
展
開
と
駿
河
小
泉
久
遠
寺
―
特
に
代
官
日
義
・
日
提
・
日
珍
段

階
を
中
心
に
―
」『
興
風
』
二
十
五
号
、
二
〇
一
三
年
）。
そ
う
し
た
状
況
は
、
藻
原
寺
に
せ
よ
妙
本
寺
に
せ
よ
、
同
様
で
、
恐
ら
く

海
上
八
幡
宮
も
同
様
で
あ
っ
た
ろ
う
。

な
お
、
妙
本
寺
門
流
で
も
、
門
流
内
で
の
融
通
や
僧
檀
へ
の
勧
進
（「
妙
本
寺
文
書
」
一
〇
・
一
一
・
一
二
三
・
三
四
四
・
四
四

二
）
は
み
ら
れ
る
が
、
僧
檀
以
外
と
の
関
わ
り
や
救
済
（「
撫
民
」）
な
ど
に
つ
い
て
の
関
連
は
不
明
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
日
蓮
宗
で

も
妙
本
寺
の
属
す
る
富
士
門
流
（
日
興
門
流
）
が
不
受
不
施
義
を
宗
是
と
し
た
こ
と
と
も
関
わ
る
可
能
性
も
あ
ろ
う
。

第
四
は
、
第
三
点
と
も
緊
密
に
結
び
つ
く
時
代
的
表
記
た
る
「
つ
ま
り
」
と
「
富
貴
」
の
関
係
を
如
何
に
構
造
的
に
捉
え
る
か
で

あ
る
。
こ
れ
を
自
然
と
環
境
に
規
定
さ
れ
た
サ
イ
ク
ル
の
一
環
と
み
る
の
は
、
一
面
的
す
ぎ
よ
う
か
。
む
し
ろ
そ
の
狭
間
で
如
何
な

る
事
態
が
展
開
さ
れ
た
か
で
あ
る
。
そ
こ
で
一
つ
注
目
す
べ
き
は
、
先
に
も
述
べ
た
復
旧
・
復
興
の
一
環
と
し
て
繰
り
返
さ
れ
る
寺

社
の
再
建
で
あ
る
。
寺
社
・
僧
・
勧
進
の
世
界
の
延
長
上
に
あ
る
橋
・
道
路
な
ど
の
再
建
も
同
様
で
あ
る
。
そ
う
し
た
再
建
工
事
が

寺
・
檀
那
の
生
産
活
動
と
無
縁
で
あ
っ
た
訳
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
れ
に
積
極
的
に
関
わ
る
こ
と
で
一
時
的
な
救
済
に
依
拠
す
る
の

で
は
な
く
主
体
的
な
生
存
の
道
を
模
索
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
中
世
寺
社
が
一
種
の
公
共
機
関
の
役
割
を
果
た
し
た
点
に
特
徴

が
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
そ
の
再
建
工
事
（
公
共
事
業
）
に
僧
檀
が
主
体
的
に
参
加
す
る
こ
と
で
「
つ
ま
り
」
状
況
を
克
服
し
て
行
く
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と
い
う
側
面
も
あ
っ
た
と
推
察
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、「
富
貴
」
は
、
自
然
条
件
の
左
右
の
結
果
だ
け
で
は
な
く
、「
つ
ま
り
」
を
克
服
せ
ん
と
す
る
僧
檀
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
の

燃
焼
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
側
面
も
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
そ
の
僧
檀
の
主
体
的
な
力
量
が
強
靱
な
信
心
力
（
信
仰

心
）
に
裏
付
け
ら
れ
た
点
に
時
代
的
特
徴
を
看
取
し
う
る
と
す
れ
ば
、
ま
さ
に
そ
こ
に
こ
の
時
代
の
宗
教
の
歴
史
的
役
割
が
あ
っ
た

と
評
価
さ
れ
る
。
そ
れ
を
象
徴
す
る
存
在
が
宗
教
的
外
皮
を
被
っ
た
有
徳
人
と
呼
ば
れ
た
人
々
で
あ
っ
た
の
で
あ
る（
藤
木
久
志「
戦

場
の
村
の
記
憶
」
前
掲
『
土
一
揆
と
城
の
戦
国
を
行
く
』
所
収
）。

そ
の
点
、
⑰
で
「
人
民
餓
□
（
死
）
五
ケ
村
之
内
千
余
人
也
、
雖
然
、
門
徒
誦
反
断
之
□
（
処
）、
□
□
（
春
）
内
七
□
□
イ
□

ヲ
□
□
（
イ
）」
と
み
え
る
様
に
、
そ
う
し
た
状
況
に
も
関
わ
ら
ず
「
門
徒
誦
反
断
之
□
（
処
）、
□
□
（
春
）
内
七
□
□
イ
□
ヲ
□

□
（
イ
）」
と
い
う
。
こ
の
文
言
は
、
難
解
で
解
読
不
十
分
で
あ
る
が
、「
門
徒
」
が
経
文
を
読
誦
し
続
け
た
と
こ
ろ
「
春
」
に
は
何

ら
か
の
果
報
（
仏
恩
）
が
得
ら
れ
た
こ
と
を
記
し
た
も
の
と
推
察
さ
れ
る
。
そ
の
際
に
仏
像
再
建
費
用
と
し
て
「
五
ケ
村
之
内
勧
進

銭
已
上
四
貫
八
百
（
文
）」、
御
堂
再
建
費
用
と
し
て
「
一
貫
文
岩
井
源
兵
衛

合
力
右
衛
門
四
郎
」
他
が
賄
わ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

や
は
り
勧
進
・
寄
進
行
為
の
存
在
で
あ
る
。
先
師
十
三
回
忌
を
一
年
早
め
て
実
施
し
、
さ
ら
に
「
授
者
三
十
余
人
」
に
「
伝
法
灌
頂
」

を
行
な
っ
た
ば
か
り
で
な
く
、
僧
侶
「
十
八
人
」
に
よ
る
「
長
日
法
事
」
を
実
施
し
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、「
前
代
未
聞
ノ
由
、

皆
人
唱
也
」
で
あ
っ
た
と
い
う
。
そ
の
「
前
代
未
聞
」
の
行
い
の
な
か
に
、
人
々
の
随
喜
す
る
姿
が
伝
わ
っ
て
く
る
様
で
あ
る
。
そ

れ
だ
け
受
戒
や
法
事
を
通
じ
て
現
世
・
来
世
の
救
済
・
成
仏
を
希
求
す
る
人
々
が
多
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
自
然

災
害
で
亡
く
な
っ
た
人
々
へ
の
鎮
魂
・
追
善
供
養
・
施
餓
鬼
実
現
を
求
め
る
民
衆
の
要
求
と
同
じ
で
あ
る
（
西
尾
和
美
「
室
町
中
期

京
都
に
お
け
る
飢
饉
と
民
衆
―
応
永
二
十
八
年
及
び
寛
正
二
年
の
飢
饉
を
中
心
に
―
」『
日
本
史
研
究
』二
七
五
号
、
一
九
八
五
年
）。
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こ
の
様
に
宗
教
的
対
応
と
し
て
の
勧
進
・
寄
進
と
救
済
・
受
戒
は
、
寺
社
と
人
々
の
共
有
し
合
う
世
界
で
あ
り
、
そ
の
結
縁
の
結

果
と
し
て
の
寺
社
・
仏
像
の
再
建
で
あ
り
橋
や
道
路
の
復
興
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
と
も
な
う
経
済
活
動
が
「
つ
ま
り
」
と
「
富
貴
」

の
サ
イ
ク
ル
を
乗
り
越
え
る
術
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
飢
餓
・
飢
饉
か
ら
逃
れ
る
た
め
に
食
扶
持
を
求
め
て
在
地
を
離
脱
す
る
こ

と
も
（
藤
木
久
志
『
雑
兵
た
ち
の
戦
場
―
中
世
の
傭
兵
と
奴
隷
狩
り
―
』
朝
日
新
聞
社
、
二
〇
〇
五
年
他
）、
ま
た
在
地
に
留
ま
り

寺
社
再
建
（
復
旧
・
復
興
作
業
）
な
ど
の
一
種
の
公
共
事
業
に
参
加
し
て
富
の
再
分
配
に
預
か
る
こ
と
も
、
表
裏
一
体
の
所
為
に
し

て
、
と
も
に
自
ら
の
生
存
の
道
を
確
保
せ
ん
と
す
る
道
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

第
五
は
、
こ
う
し
た
「
つ
ま
り
」
と
「
富
貴
」
の
拮
抗
が
何
時
如
何
な
る
形
で
基
本
的
に
止
揚
さ
れ
て
行
く
の
か
と
い
う
根
本
的

問
題
で
あ
る
。
そ
の
点
、
黒
田
基
樹
「
十
五
〜
十
七
世
紀
に
お
け
る
『
村
の
成
り
立
ち
』
と
地
域
社
会
」（『
戦
国
期
の
債
務
と
徳
政
』

校
倉
書
房
、
二
〇
〇
九
年
）
は
、
自
然
災
害
・
飢
饉
・
戦
争
が
十
七
世
紀
後
半
の
小
百
姓
層
の
「
家
」
の
確
立
と
人
口
増
加
を
目
安

に
基
本
的
に
は
克
服
さ
れ
た
と
論
じ
、
そ
れ
が
「
村
の
成
り
立
ち
」
の
過
程
で
あ
っ
た
と
指
摘
し
た
。

そ
れ
は
、
戦
争
状
態
か
ら
一
応
解
放
さ
れ
て
自
然
災
害
・
飢
饉
と
直
接
対
峙
し
生
存
の
道
を
模
索
し
う
る
に
至
っ
た
段
階
で
寺
社

と
僧
檀
は
如
何
な
る
関
係
を
構
築
し
て
行
っ
た
の
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
ま
た
そ
れ
は
、
公
共
機
能
・
公
共
事
業
が
如
何
な
る
主

体
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
に
至
る
の
か
と
い
う
問
題
で
も
あ
る
。
そ
の
点
、
幕
藩
体
制
の
確
立
と
相
俟
っ
て
、
武
士
が
戦
闘
集
団
か
ら

官
僚
集
団
へ
変
容
し
た
の
と
同
様
に
、
寺
社
は
僧
檀
集
団
か
ら
寺
院
教
団
へ
と
変
容
し
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
実
態
は
、
個
々
の
檀

那
で
は
な
く「
家
」を
主
体
と
し
た
檀
家
に
し
て
、
そ
の
檀
家
の
墓
地
管
理
者
が
寺
院
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
変
容
過
程
で
、

中
世
寺
院
は
僧
檀
の
信
心
を
媒
介
と
し
た
自
律
性
を
喪
失
し
、
さ
ら
に
主
体
的
に
担
っ
て
き
た
公
共
機
能
・
公
共
事
業
の
役
割
を

「
公
」
を
独
占
し
た
幕
藩
権
力
に
よ
っ
て
と
っ
て
代
わ
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
檀
家
は
、
そ
の
代
償
と
し
て
生
存
と
死
後
へ
の
二
つ
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の
道
を
基
本
的
に
は
保
証
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

お

わ

り

に

以
上
、『
日
本
中
世
気
象
災
害
史
年
表
稿
―
１０
〜
１６
世
紀
の
風
、
水
、
旱
、
虫
害
、
凶
作
、
飢
饉
、
疫
病
の
情
報
―
』
を
学
び
つ

つ
、
主
に
妙
本
寺
関
係
史
料
に
み
え
る
安
房
・
駿
河
・
日
向
の
自
然
災
害
の
紹
介
を
中
心
に
し
つ
つ
そ
の
他
従
来
余
り
知
ら
れ
て
い

な
い
房
総
の
自
然
災
害
に
関
す
る
記
事
の
紹
介
を
行
い
、
そ
れ
ら
を
踏
ま
え
た
若
干
の
コ
メ
ン
ト
を
不
十
分
な
が
ら
行
っ
た
。
室

町
・
戦
国
期
と
い
う
限
ら
れ
た
時
代
と
限
ら
れ
た
地
域
で
も
っ
て
全
体
を
見
通
す
こ
と
は
き
わ
め
て
危
険
で
あ
る
が
、
列
島
規
模
で

自
然
災
害
（
特
に
地
震
・
火
害
・
水
害
・
風
害
・
虫
害
・
鳥
獣
害
な
ど
。
そ
の
他
、
雪
害
・
冷
害
・
熱
害
な
ど
も
あ
る
）
が
同
時
多

発
的
に
起
こ
っ
て
い
た
こ
と
、
そ
れ
が
「
飢
饉
」・「
飢
餓
」・「
つ
ま
り
」・「
無
力
」・「
力
尽
」・「
不
如
意
」・「
富
貴
」
な
ど
と
史
料

記
主
に
よ
っ
て
認
識
・
表
記
さ
れ
る
状
況
と
構
造
的
に
深
く
結
び
つ
い
て
い
た
こ
と
、
さ
ら
に
そ
れ
が
戦
乱
を
含
む
当
時
の
政
治
構

造
と
深
く
関
わ
っ
て
い
た
こ
と
（「
乱
中
（「
乱
居
」「
乱
入
」）・
飢
饉
」）、
な
ど
を
不
十
分
な
が
ら
見
通
し（

１５
）た

。

と
は
い
え
、
残
存
す
る
史
料
は
、
自
然
災
害
の
事
実
を
記
す
の
を
基
本
と
し
、
そ
の
後
如
何
な
る
形
で
復
興
が
な
さ
れ
た
の
か
、

ま
た
そ
れ
に
被
災
者
が
如
何
に
主
体
的
に
関
わ
っ
た
の
か
が
記
さ
れ
る
こ
と
は
、
特
定
の
篤
志
僧
の
「
行
為
」
を
除
い
て
は
ほ
と
ん

ど
な
い
。
そ
れ
を
様
々
な
方
法
で
探
し
出
す
こ
と
が
現
代
の
我
々
の
責
務
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
（
前
掲
西
尾
「
室
町
中
期
京
都
に

お
け
る
飢
饉
と
民
衆
―
応
永
二
十
八
年
及
び
寛
正
二
年
の
飢
饉
を
中
心
に
―
」）。
災
害
と
復
興
は
一
体
的
な
も
の
と
し
て
存
在
し
、

そ
の
復
興
の
在
り
方
に
こ
そ
時
代
に
規
定
さ
れ
た
人
々
の
上
か
ら
の
「
救
恤
」「
救
荒
」「
撫
民
」「
徳
政
」
で
は
な
い
主
体
的
な
力

量
（
民
力
）
が
試
さ
れ
て
い
た
と
考
え
る
。
そ
の
際
、
宗
教
（
寺
院
）
が
如
何
に
関
わ
っ
て
い
た
の
か
の
視
点
も
忘
れ
て
は
な
ら
な
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い
点
で
あ
ろ
う
。

総
じ
て
、
こ
の
自
然
災
害
史
研
究
は
、
地
震
学
・
地
質
学
・
考
古
学
な
ど
様
々
な
学
的
融
合
に
よ
っ
て
大
き
な
学
際
研
究
に
発
展

し
つ
つ
あ
る
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
文
献
史
学
か
ら
の
追
究
自
体
の
必
要
性
が
減
ず
る
訳
で
は
な
く
、
な
お
独
自
の
領
域
と
し
て
存
立

す
べ
き
で
あ
る
こ
と
も
間
違
い
な
い
。

な
お
、
こ
う
し
た
自
然
災
害
史
は
、
人
間
の
自
然
と
の
戦
い
、
人
間
の
進
歩
と
発
展
の
必
然
的
所
産
と
し
て
認
識
さ
れ
て
き
た
側

面
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
人
間
の「
進
歩
と
発
展
」の
た
め
に
自
然
界
の
大
地
も
生
息
物
も
変
化
せ
し
め
ら
れ
て
き
た
事
実
、

自
然
災
害
が
人
災
的
要
素
を
含
ん
だ
事
象
で
あ
る
こ
と
も
十
分
認
識
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
考
え
る
。
そ
う
し
た
こ
と
を
容
認
し
て

き
た
思
想
・
信
仰
の
在
り
方
自
体
が
今
問
わ
れ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

注（
１
）
例
え
ば
、
前
掲
峰
岸
『
中
世
災
害
・
戦
乱
の
社
会
史
』
は
、「
中
世
前
期
に
成
立
し
た
浄
土
真
宗
・
日
蓮
宗
な
ど
が
、（
中
略
）
中
世

後
期
に
飛
躍
的
に
発
展
を
み
る
と
い
う
こ
と
は
、
死
後
の
救
済
の
問
題
と
関
係
し
、
自
然
環
境
の
悪
化
問
題
と
深
く
か
か
わ
り
を
持
つ
と

思
う
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
今
後
の
検
討
課
題
と
し
た
い
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
内
容
的
な
検
討
が
大
き
な
課
題
な
こ
と
は
い

う
ま
で
も
な
い
。

（
２
）
全
文
は
、
拙
稿
「
上
総
藻
原
寺
所
蔵
『
仏
像
伽
藍
記
』」（『
千
葉
大
学
人
文
社
会
科
学
研
究
』
十
七
号
、
二
〇
〇
八
年
）
を
参
照
。

な
お
、
藻
原
寺
日
泰
は
身
延
山
久
遠
寺
か
ら
の
帰
途
中
に
地
震
に
遭
い
、
そ
の
後
に
自
寺
損
壊
の
様
を
み
て
記
録
に
残
し
た
の
で
あ
る

が
、
や
は
り
著
名
な
駿
河
海
長
寺
（
静
岡
県
清
水
市
）
日
海
は
身
延
山
久
遠
寺
で
明
応
七
年
（
一
四
九
八
）
の
地
震
に
遭
い
、
そ
の
「
大

聖
人
御
草
創
之
諸
堂
地
、
悉
損
滅
成
河
原
畢
、
日
朝
聖
人
御
建
立
之
御
塔
頽
落
、
坊
中
等
悉
流
失
」
の
状
態
を
み
、
さ
ら
に
そ
の
後
に
自

千
葉
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寺
の
「
為
始
御
堂
、
大
坊
并
寺
中
惣
房
等
悉
破
滅
、
惣
少
家
一
宇
無
之
」
の
様
を
み
て
、
記
録
（「
日
海
記
」
静
中
三
―
二
五
一
）
に
残

し
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
藻
原
寺
日
泰
は
、
文
亀
三
年
（
一
五
〇
三
）
七
月
十
二
日
に
身
延
山
久
遠
寺
日
意
か
ら
「
雑
々
抄
」
の
書
写
相

承
を
許
さ
れ
た
が
、
そ
こ
に
「
地
震
以
後
当
山
（
身
延
山
久
遠
寺
）
ノ
躰
、
昔
ノ
在
所
ニ
替
テ
梅
平
ナ
ト
ヨ
リ
見
ル
也
」
と
み
え
る
（「
藻

原
寺
文
書
」『
千
葉
縣
史
料
中
世
篇
諸
家
文
書
』
一
九
六
二
年
）。
こ
の
「
地
震
」
は
、
明
応
七
年
の
も
の
を
指
そ
う
。
そ
の
意
味
で
、
日

泰
は
、
身
延
山
の
惨
状
か
ら
復
興
の
様
子
を
見
聞
し
て
い
た
と
思
わ
れ
、
そ
れ
が
今
度
の
藻
原
寺
復
興
へ
の
大
き
な
知
恵
と
な
っ
た
に
違

い
な
い
。
前
年
に
日
傳
死
去
に
と
も
な
い
住
持
と
な
っ
た
日
泰
に
と
っ
て
、
そ
の
最
初
の
仕
事
が
寺
院
再
建
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
永
正

十
四
年
三
月
六
日
付
日
形
宛
日
泰
曼
荼
羅
本
尊
（
藻
原
寺
蔵
）
に
「
新
造
砌
」
と
み
え
る
の
も
、
そ
れ
と
関
係
し
よ
う
か
（『
日
向
聖
人

第
七
〇
〇
遠
忌

藻
原
寺
宝
物
目
録
』
本
山
藻
原
寺
、
二
〇
一
三
年
）。
そ
の
功
績
で
も
っ
て
後
世
藻
原
寺
史
に
お
い
て
「
中
興
開
山
日

泰
上
人
」（
藻
原
寺
蔵
「
日
教
上
人
掟
」。
戸
村
堯
澄
『
藻
原
寺
史
談
』
私
家
版
、
一
九
九
七
年
）
と
位
置
づ
け
ら
れ
、
そ
の
曼
荼
羅
本
尊

が
一
際
尊
重
さ
れ
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
（
松
本
久
右
衛
門
家
蔵
日
政
曼
荼
羅
本
尊
）。

（
３
）
な
お
、
同
過
去
帳
抜
書
に
は
、
そ
の
他
「
去
文
明
四
壬
辰
（
一
四
七
二
）
旱

（
魃
）
依
餓
死
・
病
死
諸
精
霊
皆
成
仏
道
」
と
い
う

記
事
も
み
え
る
。

（
４
）
な
お
、「
寒
立
」
と
い
う
言
葉
自
体
は
、『
日
本
国
語
大
辞
典
』
や
諸
橋
轍
次
『
大
漢
和
辞
典
』
な
ど
に
は
み
え
な
い
。
小
笠
原
氏
は
、

「
寒
波
」
と
解
釈
さ
れ
て
い
る
。「
寒
立
馬
」
は
、
近
年
の
用
語
で
「
寒
さ
に
強
く
厳
し
い
冬
に
も
耐
え
ら
れ
る
た
く
ま
し
い
体
格
の
馬
」

を
い
う
と
い
う
（w
ikipeda

。
小
学
館
版
『
大
辞
泉
』）。
ま
た
「
当
年
損
亡
事
、
大
風
・
冷
立
と
申
候
へ
、
莫
太
損
亡
候
」（「
武
本
為
訓

れ
い
だ
ち

氏
旧
蔵
文
書
」『
神
奈
川
県
史
資
料
編
３
古
代
・
中
世
（
３
上
）』
一
九
七
五
年
、
三
七
五
四
）
と
み
え
る
「
冷
立
」
と
い
う
言
葉
も
あ
る
。

こ
れ
も
、『
日
本
国
語
大
辞
典
』
な
ど
に
は
み
え
な
い
。

（
５
）
後
注（
１１
）も
参
照
。

（
６
）
例
え
ば
、
こ
の
前
後
は
、
鮫
島
輝
彦
「
静
岡
県
の
地
震
災
害
史
」（『
地
方
史
静
岡
』
二
号
、
一
九
七
二
年
）
以
来
の
蓄
積
を
踏
ま
え

た
『
静
岡
県
史
別
編
２
自
然
災
害
誌
』・『
付
録
自
然
災
害
年
表
』（
一
九
九
六
年
）
に
お
い
て
も
空
白
期
に
当
た
る
。
そ
の
点
、
こ
れ
ら

以
下
述
べ
る
諸
事
実
が
若
干
な
り
と
も
参
考
と
な
り
う
れ
ば
、
幸
い
で
あ
る
。
後
注（
１１
）も
参
照
。
な
お
、
明
応
四
年
（
一
四
九
五
）
の

（４７）

安
房
妙
本
寺
関
係
史
料
か
ら
み
る
自
然
災
害
史
序
説
―
―
―

房
総
・
駿
河
・
日
向
を
中
心
に
―
―
―



地
震
と
津
波
の
存
在
を
考
古
と
文
献
か
ら
復
権
せ
し
め
た
注
目
す
べ
き
研
究
に
金
子
浩
之
「
宇
佐
見
遺
跡
検
出
の
津
波
堆
積
物
と
明
応
四

年
地
震
・
津
波
の
再
評
価
」（『
伊
東
の
今
・
昔
―
伊
東
市
史
研
究
―
』
一
〇
号
、
二
〇
一
二
年
）
が
あ
る
。
ま
た
そ
の
点
を
敷
衍
し
た
神

沼
克
伊
『
次
の
首
都
圏
巨
大
地
震
を
読
み
解
く
』（
三
五
館
、
二
〇
一
三
年
）
も
出
版
さ
れ
た
。
こ
の
結
果
、
安
房
小
湊
誕
生
寺
の
「
明

応
七
年
（
中
略
）
八
月
廿
三
日
地
震
大
海
嘯
の
為
め
土
地
陥
没
、
精
舎
も
亦
尽
く
没
す
。
朱
印
も
共
に
失
ふ
。」（『
千
葉
縣
安
房
郡
誌
全
』

一
九
二
六
年
。『
千
葉
縣
君
津
郡
誌
』
一
九
二
七
年
に
も
同
様
な
記
述
あ
り
）
と
い
う
叙
述
も
再
検
討
が
必
要
と
な
っ
た
。

（
７
）
な
お
、
自
然
災
害
に
よ
る
紛
失
は
、
先
述
の
「
日
海
記
」
に
み
え
る
「
両
日
之
大
雨
仁
経
論
・
聖
教
・
御
書
等
成
如
餅
不
見
」
と
いばん

う
記
載
な
ど
、
印
象
的
で
あ
る
。
ま
た
自
然
災
害
と
緊
密
な
関
係
に
あ
っ
た
戦
争
被
害
と
し
て
の
紛
失
の
問
題
も
重
要
で
あ
る
。
下
野
鑁

な

じ
阿
寺
で
は
「
威
徳
院
夜
打
事
、（
中
略
）
殊
ニ
聖
教
等
粉
（
紛
）
失
候
」（「
鑁
阿
寺
文
書
」
戦
古
参
考
四
一
）
と
い
う
事
態
が
、
ま
た
中

山
法
華
経
寺
で
は
「
自
他
国
無
際
限
大
乱
」
の
な
か
で
「
章
疏
紛
失
」（「
妙
本
寺
文
書
」
一
二
二
）
と
い
う
事
態
が
起
こ
っ
て
い
た
。
妙

本
寺
で
も
、
日
要
が
「
四
国
之
沖
」
で
「
海
賊
」
に
「
書
出
」
を
奪
わ
れ
た
り
（
日
我
「
申
状
見
聞
私
」）、
日
我
が
金
谷
籠
城
中
に
北
条

氏
の
「
兵
火
」
で
持
参
し
た
「
諸
（
書
）
籍
悉
焼
亡
」（
妙
本
寺
蔵
「
い
ろ
は
字
下
奥
書
」
戦
房
九
九
八
）
し
た
り
し
た
。
こ
の
点
は
、

戦
国
期
の
今
川
氏
関
係
を
一
見
し
た
だ
け
で
も
、「
先
判
雖
有
之
、
乱
中
紛
失
」（
静
中
三
―
二
一
〇
九
）、「
今
度
九
郎
討
死
、
以
後
彼
判

形
并
代
々
之
感
状
等
失
却
」（
静
中
三
―
二
八
六
六
）、「
合
戦
之
砌
、
於
沓
掛
令
失
却
」（
静
中
三
―
二
九
〇
七
）、「
先
年
太
原
和
尚
（
崇

孚
）
被
出
置
証
文
、
就
今
度
参
州
忩
劇
令
失
却
」（
静
中
三
―
二
九
八
二
）、「
於
沓
掛
令
失
却
」（
静
中
三
―
三
一
〇
九
）、「
本
興
寺
江
蔵

人
軍
勢
令
乱
入
、
其
時
彼
寄
進
状
於
老
師
庵
室
粉
（
紛
）
失
」（
静
中
三
―
三
三
四
九
）、「
天
沢
寺
殿
（
今
川
義
元
）
御
判
」「
引
間
就
錯

乱
令
失
却
」（
静
中
三
―
三
四
九
二
）
な
ど
と
随
所
で
み
ら
れ
る
。
今
川
氏
家
臣
で
籠
城
の
際
に
持
参
文
書
を
「
失
却
」
し
た
者
も
い
た

（
大
石
泰
史
「
戦
場
に
文
書
を
持
参
す
る
こ
と
」『
戦
国
史
研
究
』
三
十
五
号
、
一
九
九
八
年
）。
そ
の
他
、
火
害
に
よ
る
文
書
焼
失
の
例

は
、
大
村
拓
生
「
１０
〜
１３
世
紀
に
お
け
る
火
災
と
公
家
社
会
」（『
日
本
史
研
究
』
四
一
二
号
、
一
九
九
六
年
）、『
平
安
遺
文
』『
鎌
倉
遺

文
』
か
ら
「
紛
失
状
」
を
整
理
し
た
野
村
朋
弘
「『
久
我
家
文
書
』
一
号
文
書
の
再
検
討
」（『
古
文
書
研
究
』
六
十
七
号
、
二
〇
〇
九
年
）、

蔵
持
重
裕
「
当
知
行
―
大
慈
恩
寺
の
紛
失
状
」（『
日
本
中
世
村
落
社
会
史
の
研
究
』
校
倉
書
房
、
一
九
九
六
年
）
な
ど
が
あ
る
が
、
戦
国

期
に
お
い
て
も
、
今
川
氏
の
場
合
（「
雖
有
先
印
判
、
火
電
時
令
紛
失
云
々
」
静
中
四
補
遺
二
三
八
）
を
含
め
て
随
時
・
随
所
と
み
え
る
。
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そ
れ
と
金
石
文
な
ど
の
モ
ノ
史
料
の
紛
失
・
略
奪
・
移
動
・
再
鋳
な
ど
の
問
題
も
、
戦
争
被
害
の
視
点
か
ら
検
討
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

⑯
⑰
も
然
り
で
あ
る
が
、
そ
れ
以
前
に
も
文
明
十
年
（
一
四
七
八
）
の
「
兵
火
」
で
「
焼
失
」
し
た
武
蔵
六
浦
浄
願
寺
が
金
沢
町
屋
に
龍

華
寺
（
横
浜
市
金
沢
区
洲
崎
町
）
と
し
て
永
正
四
年
（
一
五
〇
七
）
に
再
建
さ
れ
「
破
損
」
し
た
「
本
尊
」「
涅
槃
像
」
も
「
修
複
（
復
）」

さ
れ
た
と
い
う
（
茨
城
県
法
雲
寺
蔵
「
常
陸
国
高
岡
大
雄
山
法
雲
禅
寺
涅
槃
像
緑
由
」。
西
岡
芳
文
「
中
世
の
六
浦
と
上
行
寺
東
遺
跡
」『
神

奈
川
地
域
史
研
究
』
二
十
六
号
、
二
〇
〇
八
年
）。
ま
た
上
総
安
国
寺
不
動
明
王
は
、
永
正
十
六
年
六
月
二
十
八
日
の
「
佐
貫
郷
大
乱
、

其
時
彼
尊
躰
御
膝
背
悉
破
損
」
し
た
の
で
「
再
興
」
し
た
も
の
と
い
う
（
亀
田
安
国
寺
蔵
、
戦
房
七
二
八
）。
ま
た
中
山
法
華
経
寺
日
蓮

坐
像
（
中
山
法
華
経
寺
蔵
、
戦
房
一
四
九
一
）
も
、
天
正
二
年
九
月
十
六
日
付
銘
に
「
房
州
乱
之
砌
、
御
面
損
御
座
間
、
奉
修
造
之
刻
奉

納
候
」
と
み
え
る
。
③
で
み
た
「
仏
像
伽
藍
記
」
に
も
、
千
葉
氏
に
奪
わ
れ
た
鐘
を
取
り
返
し
た
件
が
あ
る
が
、
江
戸
湾
を
め
ぐ
る
戦
争

と
モ
ノ
の
移
動
に
つ
い
て
は
滝
川
恒
昭
「
交
流
を
仲
介
す
る
海
『
江
戸
湾
』
と
海
晏
寺
の
雲
版
」（『
品
川
歴
史
舘
紀
要
』
二
十
四
号
、
二

〇
〇
九
年
）
を
参
照
。
そ
の
他
、
甲
斐
武
田
信
玄
の
永
禄
十
二
年
九
月
以
降
の
相
模
侵
攻
で
現
厚
木
市
周
辺
寺
院
・
本
尊
が
放
火
さ
れ
た

も
の
の
、
そ
の
再
建
・
修
復
が
僧
檀
の
供
養
で
な
さ
れ
た
と
い
う
（『
厚
木
市
史
中
世
資
料
編
』
一
九
八
九
年
。
小
笠
原
春
香
「
武
田
氏

の
小
田
原
侵
攻
に
お
け
る
放
火
と
進
軍
経
路
」『
戦
国
史
研
究
』
六
十
号
、
二
〇
一
〇
年
）。
戦
争
被
害
に
立
ち
向
か
っ
た
僧
檀
の
姿
が
本

尊
の
胎
内
墨
書
銘
と
し
て
残
さ
れ
記
憶
化
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

に
ろ
う

（
８
）
な
お
、
こ
の
史
料
に
つ
い
て
は
、
問
屋
・
宿
・
伝
馬
研
究
の
視
点
か
ら
の
相
田
二
郎
「
戦
国
時
代
に
於
け
る
東
国
地
方
の
宿

問
屋

伝
馬
」（『
中
世
の
関
所
』
畝
傍
書
房
、
一
九
四
三
年
）、
有
光
友
學
「
戦
国
前
期
遠
駿
地
方
に
お
け
る
水
運
」（『
横
浜
国
立
大
学
人
文

紀
要
』
第
一
類
哲
学
・
社
会
科
学
第
四
十
二
輯
、
一
九
九
六
年
）、
綿
貫
友
子
「
戦
国
期
商
人
の
一
形
態
―
駿
河
矢
部
氏
に
関
す
る
覚
書

―
」（『
羽
下
徳
彦
先
生
退
官
記
念
論
集
中
世
の
杜
』
東
北
大
学
文
学
部
国
史
研
究
室
中
世
史
研
究
会
、
一
九
九
七
年
）、
阿
部
浩
一
「
戦

国
期
東
国
の
問
屋
と
水
陸
交
通
」（『
戦
国
期
の
徳
政
と
地
域
社
会
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
一
年
）
な
ど
の
研
究
と
今
川
領
国
下
の
相
続

問
題
の
視
点
か
ら
の
大
久
保
俊
昭「
国
人
・
土
豪
層
の
相
続
に
つ
い
て
」（『
戦
国
期
今
川
氏
の
領
域
と
支
配
』岩
田
書
院
、
二
〇
〇
八
年
）、

長
谷
川
裕
子
「
土
豪
の
生
態
と
村
・
大
名
」（『
中
近
世
移
行
期
に
お
け
る
村
の
生
存
と
土
豪
』
校
倉
書
房
、
二
〇
〇
九
年
）
な
ど
の
研
究

が
あ
る
が
、
自
然
災
害
史
の
視
点
か
ら
も
貴
重
な
題
材
と
考
え
る
。
そ
も
そ
も
、
こ
の
「
矢
部
文
書
」
は
こ
の
天
文
二
十
三
年
（
一
五
五

（４９）

安
房
妙
本
寺
関
係
史
料
か
ら
み
る
自
然
災
害
史
序
説
―
―
―

房
総
・
駿
河
・
日
向
を
中
心
に
―
―
―



四
）
八
月
二
十
八
日
付
矢
部
孫
三
郎
宛
今
川
氏
真
朱
印
状
を
最
古
と
す
る
が
、
そ
の
理
由
の
一
端
に
は
、
氏
真
が
「
彼
者
数
通
之
判
形
出

置
之
処
、
只
今
失
却
之
条
」
と
述
べ
て
い
る
も
の
の
、
そ
れ
以
前
の
文
書
の
「
失
却
」
の
可
能
性
も
否
定
で
き
な
い
。

（
９
）
な
お
、
こ
れ
は
、
近
世
の
こ
と
で
あ
る
が
、
曼
荼
羅
本
尊
が
自
然
災
害
か
ら
の
復
興
の
過
程
で
供
養
者
に
対
し
て
集
中
的
に
授
与
さ

れ
て
い
る
こ
と
を
調
査
し
た
貴
重
な
報
告
に
依
知
川
雅
一「
東
総
農
村
に
お
け
る
日
蓮
宗
信
仰
の
一
形
態
―
曼
荼
羅
本
尊
を
主
と
し
て
―
」

（
千
葉
県
郷
土
史
研
究
連
絡
協
議
会
編
『
日
蓮
―
房
総
に
お
け
る
宗
派
と
文
化
―
』
千
秋
社
、
一
九
八
〇
年
）
が
あ
る
。

（
１０
）
な
お
、
本
文
で
は
、
関
係
史
料
に
直
接
な
く
言
及
で
き
な
か
っ
た
虫
害
と
鳥
獣
害
も
立
派
な
自
然
災
害
の
問
題
と
し
て
確
認
し
た

い
。
例
え
ば
、
今
川
義
元
が
天
文
二
十
二
年
（
一
五
五
三
）
二
月
に
駿
河
泉
郷
（
静
岡
県
清
水
市
）
の
検
地
後
の
年
貢
額
査
定
に
つ
い
て

「
但
惣
国
大
風
・
大
旱
魃
・
惣
蟲
付
之
年
者
、
以
奉
行
明
鏡
可
改
之
」（「
判
物
証
文
写
今
川
二
」
静
中
三
―
二
一
七
〇
）
と
述
べ
、
氏
真

が
永
禄
十
年
（
一
五
六
七
）
二
月
に
そ
れ
を
前
提
に
「
但
大
風
・
旱
・
大
虫
之
年
者
、
以
奉
行
検
見
之
上
可
申
付
之
旨
、
任
先
御
判
畢
」

（「
判
物
証
文
写
今
川
二
」
静
中
三
―
三
三
七
八
）
と
述
べ
て
い
る
「
惣
蟲
付
」・「
大
虫
」
の
文
言
に
注
目
し
た
い
。
そ
れ
は
、
今
川
氏

に
し
て
も
永
禄
八
年
の
様
な
「
風
旱
損
免
之
年
者
」（「
岡
村
文
書
」
静
中
三
―
三
二
七
九
）
が
一
般
的
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
は
、

「
虫
損
」
と
同
義
で
、
ほ
ぼ
蝗
害
か
浮
塵
子
害
を
指
す
と
思
わ
れ
る
。
今
川
氏
が
検
地
に
と
も
な
う
年
貢
額
査
定
の
際
、
こ
の
様
な
自
然

災
害
の
被
害
も
考
慮
す
べ
し
と
述
べ
た
の
は
、
こ
の
前
後
、
自
然
災
害
に
と
も
な
う
訴
訟
・
訴
願
・
愁
訴
が
多
か
っ
た
反
映
で
あ
ろ
う
。

特
に
「
蟲
付
」
に
つ
い
て
『
日
本
国
語
大
辞
典
』
は
「
頬
白
（
ほ
う
じ
ろ
）
に
鈴
虫
・
松
虫
な
ど
の
音
色
を
学
ば
せ
る
こ
と
」
の
み
を
記

す
が
、『
平
安
遺
文
』
に
は
み
え
な
い
も
の
の
、『
鎌
倉
遺
文
』
に
は
二
例
（「
東
寺
百
合
文
書
ヱ
」
鎌
二
二
三
〇
六
・「
対
馬
海
神
神
社
古

文
書
写
」
鎌
二
三
八
一
三
）
み
え
、
文
明
六
年
（
一
四
七
四
）
に
も
「
同
六
、
七
午
未
之
両
年
ハ
諸
国
虫
付
ニ
而
、
大
違
」（「
太
平
記
年

代
記
」）
と
み
え
、
近
世
で
も
寛
永
・
享
保
年
代
の
史
料
に
み
え
る
（
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
デ
ー
タ
ー
ベ
ー
ス
）。
こ
れ
は
、「
対
馬
海

神
神
社
古
文
書
写
」
が
記
す
様
に
「
虫
損
」
と
同
義
で
あ
ろ
う
。「
虫
」
と
い
え
ば
、
羽
蟻
・
黄
蝶
・
水
蝗
（
不
詳
）・
蝗
・
蛭
・
実
盛
虫

（
浮
塵
子
）
な
ど
が
史
料
上
み
え
る
が
、（
文
永
十
年
〈
一
二
七
三
〉）
十
一
月
三
日
付
日
蓮
書
状
（
鎌
一
一
四
五
二
・
一
四
四
九
二
）
や

日
蓮
書
状
断
簡
（
鎌
一
一
四
一
六
）
に
み
え
る
「
石
灰
虫
」「
い
し
は
い
と
申
蟲
」
も
、
同
様
な
種
類
の
虫
の
こ
と
で
あ
ろ
う
（
こ
れ
ら

の
日
蓮
書
状
に
つ
い
て
は
、
坂
井
法
曄
「
金
沢
北
条
氏
に
関
す
る
日
蓮
の
記
録
」『
興
風
』
十
八
号
、
二
〇
〇
六
年
を
参
照
）。
そ
の
中
心

千
葉
大
学

人
文
研
究

第
四
十
三
号
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は
、
な
ん
と
い
っ
て
も
蝗
で
あ
ろ
う
。
早
く
に
「
小
右
記
」（
寛
仁
元
年
〈
一
〇
一
七
〉
七
月
二
十
八
日
条
）
に
「
山
城
・
丹
波
蝗
虫
成

災
、
万
人
愁
苦
」
な
ど
と
み
え
て
以
降
、
随
時
・
随
所
で
み
ら
れ
る
。
ま
た
永
正
八
年
（
一
五
一
一
）
八
月
の
「
稲
ニ
す
く
は
く
の
虫
た

か
り
候
」（「
会
津
塔
寺
村
八
幡
宮
長
帳
」）
を
『
日
本
中
世
気
象
災
害
史
年
表
稿
』
は
「
す
く
は
く
（
蝗
）」
と
し
、『
日
本
国
語
大
辞
典
』

は
「
す
く
は
く
」
を
「
透
白
」
と
す
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
蝗
害
が
史
料
的
に
特
に
室
町
期
に
多
く
み
ら
れ
た
こ
と
は
、
夙
に
指
摘
が
あ

る
（
永
原
慶
二
『
日
本
の
歴
史
１０
下
剋
上
の
時
代
』
中
央
公
論
社
、
一
九
六
五
年
）。
特
に
「
碧
山
日
録
」
の
寛
正
二
年
（
一
四
六
一
）

正
月
十
二
日
条
の
「
去
年
、
蝗
燎
、
風
旱
相
継
為
災
、
国
家
凋
耗
弊
亡
」
と
い
う
記
述
が
象
徴
的
で
あ
る
。
こ
の
「
虫
付
」「
虫
損
」「
虫

入
」
な
ど
の
虫
害
以
外
に
、
自
然
災
害
と
の
関
連
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
猿
・
鼠
・
熊
・
蝮
・
蛙
・
猫
・
犬
・
牛
・
馬
・
猪
・
鹿
な
ど
鳥

獣
類
と
の
関
わ
り
（
鳥
獣
害
・
食
害
）
で
あ
る
（「
常
在
寺
衆
中
記
」
他
）。
例
え
ば
、
伊
豆
田
方
郡
（
静
岡
県
伊
豆
の
国
市
南
江
間
）
周

辺
で
は
、
永
禄
年
代
に
「
或
者
し
ゝ
く
い
と
号
、
年
貢
之
内
を
引
捨
、
或
者
小
作
等
号
、
無
納
所
年
貢
之
内
を
除
」
く
行
為
が
頻
発
し
て

い
た
様
で
、
北
条
氏
は
以
後
認
め
な
い
と
宣
言
し
「
何
方
も
し
ゝ
取
毛
上
ニ
付
、
事
慣
候
作
人
、
然
と
付
而
有
之
而
追
除
儀
候
」
と
述
べ

て
い
る
（「
東
禅
寺
文
書
」
静
中
三
―
三
二
六
九
、「
北
条
寺
文
書
」
静
中
三
―
三
二
七
〇
・
三
二
七
一
）。
こ
の
「
し
ゝ
く
い
」（『
小
田

原
市
史
史
料
編
中
世
Ⅱ
小
田
原
北
条
１
』〈
一
九
九
一
年
〉
で
は
「
猪
鹿
が
作
毛
を
く
い
荒
ら
す
こ
と
」
と
解
し
た
）
が
「
風
損
」「
水
損
」

「
干
（
旱
）
損
」「
日
損
」「
虫
損
」
と
同
様
に
年
貢
減
免
要
求
の
理
由
と
な
り
え
て
い
た
の
で
あ
っ
た
（「
猪
鹿
」
害
は
、『
平
安
遺
文
』

『
鎌
倉
遺
文
』
他
に
随
所
に
み
ら
れ
る
。
ま
た
同
時
代
史
料
「
参
詣
道
中
日
記
」〈「
大
村
家
文
書
」
静
中
三
―
二
二
六
五
〉
に
箱
根
周
辺

「
鹿
共
も
多
い
候
」
と
み
え
る
）。
な
お
、「
会
津
塔
寺
村
八
幡
宮
長
帳
」
の
明
応
七
年
（
一
四
九
八
）
八
月
二
十
五
日
条
の
「
大
地
震
ア

リ
、
此
年
鼠
乱
候
」
と
い
う
記
述
は
、
現
在
で
も
風
聞
さ
れ
る
地
震
と
鼠
の
動
き
（
地
震
と
そ
の
予
兆
）
を
語
っ
た
も
の
と
し
て
興
味
深

い
。

（
１１
）
例
え
ば
、
従
来
余
り
周
知
さ
れ
て
い
な
い
関
係
史
料
（『
鎌
倉
遺
文
』・『
静
岡
県
史
資
料
編
中
世
』
に
は
未
収
録
）
を
あ
げ
れ
ば
、

⑴
年
月
日
未
詳
曾
禰
宛
カ
日
興
書
状
（「
妙
本
寺
文
書
」
四
四
九
）
に
「
今
年
の
風
に
御
堂
ハ
破
損
し
て
候
之
間
、
ゑ
ん
（
縁
）
の
い
た

（
板
）・
な
け
し
（
長
押
）
を
す
り
し
（
修
理
）
候
ハ
ん
た
る
に
、
か
の
（
彼
）
へ
や
（
部
屋
）
ま
（
間
）
つ
く
り
（
造
）
を
よ
ひ
（
呼
）

候
か
い
ま
た
（
未
）
こ
（
来
）
す
候
、
ふ
き
い
た
（
葺
板
）
ま
て
（
迄
）
ハ
用
意
申
し
候
ハ
ぬ
処
ニ
」
と
、
⑵
年
月
日
未
詳
日
盛
宛
カ
日

（５１）
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お
も
す

目
書
状
（「
大
石
寺
文
書
」『
日
目
上
人
』
継
命
新
聞
社
、
一
九
九
八
年
）
に
「
日
本
国
に
ふ
き
（
吹
）
候
ハ
ぬ
風
、
上
野
・
重
須
上
方
は

か
り
（
計
）
に
ふ
き
（
吹
）
て
、
田
ハ
一
も
無
候
、
麦
は
損
候
了
、
餓
死
ハ
無
疑
候
」（
陰
暦
四
月
頃
の
状
態
）
と
、
⑶
年
未
詳
十
月
二

十
五
日
付
日
郷
宛
日
目
書
状
（「
妙
本
寺
文
書
」
四
八
二
）
に
「
鵞
目
一
結
、
良
薬
百
種
、（
中
略
）
折
節
公
私
術
計
尽
、
及
餓
死
刻
被
送

進
候
間
、
驚
動
耳
目
迷
惑
身
意
候
了
」
と
、
⑷
年
未
詳
三
月
十
四
日
付
（
日
郷
）
宛
日
目
書
状
（「
妙
本
寺
文
書
」
四
六
六
。『
静
岡
県
史

資
料
編
中
世
』
は
「
興
門
集
」
か
ら
採
録
）
に
「
一
向
術
計
つ
き
は
て
ゝ
、
け
か
ち
に
て
候
け
る
と
こ
ろ
へ
来
候
」
と
、
⑸
年
未
詳
二
月

十
五
日
付
大
御
坊
（
重
須
大
坊
日
興
）
中
宛
日
道
書
状
（「
大
石
寺
文
書
」『
日
蓮
正
宗
歴
代
法
主
全
書
第
一
巻
』
大
石
寺
、
一
九
七
二
年
）

に
「
今
月
六
日
夜
、
月
を
星
の
と
を
し
て
候
之
由
、
皆
人
申
合
、
同
十
日
夜
中
大
地
震
お
ひ
た
ゝ
し
く
ゆ
り
て
候
、
辺
土
猶
如
此
候
、
京

鎌
倉
い
か
は
か
り
候
ら
ん
と
令
存
候
」
と
、
⑹
広
蔵
院
日
辰
「
祖
師
伝
」（
堀
日
亨
編
『
富
士
宗
学
要
集
第
五
巻
』
創
価
学
会
、
一
九
九

一
年
）
に
「
永
禄
二
己
未
年
二
月
日
辰
日
玉
日
住
等
と
彼
梨
樹
を
見
る
、
先
年
大
風
の
吹
く
所
と
為
り
倒
て
亥
の
方
に
向
僕
従
斧
を
執
り

之
を
切
る
残
り
五
尺
許
り
囲
三
尺
許
り
其
木
の
皮
皆
剥
落
し
て
白
く
亦
朽
た
り
云
云
」
と
、
み
え
る
。
い
ず
れ
も
駿
河
富
士
上
方
（
静
岡

県
富
士
宮
市
）
上
野
大
石
寺
・
北
山
（
重
須
）
本
門
寺
周
辺
で
の
自
然
災
害
の
状
況
を
示
す
貴
重
な
史
料
で
あ
る
。
⑴
⑵
は
、
す
で
に
坂

井
法
曄
「
重
須
本
門
寺
と
大
石
寺
」（『
興
風
』
十
一
号
、
一
九
九
七
年
）
で
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
特
に
⑵
は
、
本
来
飢
餓
対
策
上
大
き
な

役
割
を
果
た
す
麦
の
「
損
」
亡
が
「
餓
死
ハ
無
疑
候
」
と
述
べ
て
い
る
点
、
注
目
さ
れ
る
（
清
水
克
行
「
少
年
は
な
ぜ
泣
い
た
の
か
―
中

世
の
富
と
貧
困
―
」『
本
郷
』
七
十
七
号
、
二
〇
〇
八
年
）。
⑶
⑷
は
、
と
も
に
日
目
一
流
の
表
現
と
は
い
え
、「
及
餓
死
刻
」
と
か
「
け

か
ち
」（
飢
渇
）
の
文
言
が
注
目
さ
れ
る
。
⑸
は
、
斉
藤
国
治
「
天
変
記
事
の
あ
る
無
年
号
文
書
―
古
天
文
学
の
一
応
用
例
―
」（『
日
本

歴
史
』
四
三
五
号
、
一
九
八
四
年
）
で
乾
元
元
年
（
一
三
〇
二
）
に
比
定
さ
れ
て
い
る
。
前
掲
『
考
古
学
か
ら
み
た
鎌
倉
の
災
害

発
表

資
料
集
』
掲
載
松
吉
大
樹
編
「
鎌
倉
災
害
略
年
表
」
に
も
紹
介
済
み
で
あ
る
。
た
だ
「
京
鎌
倉
」
は
い
ざ
し
ら
ず
駿
河
の
「
大
地
震
」
を

記
す
貴
重
な
史
料
で
あ
る
。
⑹
は
、「
永
禄
二
年
」
か
ら
そ
う
遠
く
な
い
「
先
年
」
の
「
大
風
」
に
よ
る
北
山
本
門
寺
の
被
害
を
語
る
史

料
と
な
ろ
う
。
そ
の
他
、
静
岡
県
沼
津
市
獅
子
浜
の
本
能
寺
蔵
日
興
曼
荼
羅
本
尊
が
「
同
寺
は
津
波
に
あ
っ
て
い
る
由
で
、
そ
の
た
め
か

当
御
本
尊
は
全
体
的
に
墨
が
薄
い
」（『
日
興
上
人
御
本
尊
集
』
興
風
談
所
、
一
九
九
六
年
）
と
さ
れ
た
り
、
北
山
本
門
寺
旧
蔵
で
身
延
山

久
遠
寺
現
蔵
日
興
曼
荼
羅
本
尊
が
「
全
体
的
に
墨
が
薄
く
な
っ
て
お
り
、
水
に
さ
ら
さ
れ
た
可
能
性
が
あ
る
」（『
日
興
上
人
御
本
尊
集
』）
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と
さ
れ
た
り
（
両
曼
荼
羅
本
尊
の
表
面
の
状
態
は
極
似
す
る
と
の
実
見
さ
れ
た
池
田
令
道
師
の
談
）、
京
都
の
本
能
寺
蔵
曼
荼
羅
本
尊
に

「
焼
け
残
り
の
御
本
尊
」（『
御
本
尊
集
目
録
』
立
正
安
国
会
、
一
九
九
二
年
）
と
呼
ば
れ
る
も
の
が
あ
っ
た
り
、
多
様
な
災
害
と
寺
宝
の

伝
承
は
様
々
な
貴
重
な
情
報
を
今
に
伝
え
て
く
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
も
蔑
ろ
に
す
べ
き
で
は
な
い
。

（
１２
）
こ
の
点
の
理
解
は
、
西
尾
和
美
「
飢
疫
の
死
者
を
数
え
る
と
い
う
こ
と
―
中
世
京
都
を
中
心
と
し
て
―
」（『
日
本
史
研
究
』
三
八
八

号
、
一
九
九
四
年
）
を
参
照
。

（
１３
）
そ
の
点
は
、
著
名
な
貞
観
地
震
を
語
る
「
日
本
三
大
実
録
」
の
記
事
も
「
溺
死
者
千
許
」
と
記
し
同
前
で
あ
る
。
そ
れ
が
即
「
死
者

一
〇
〇
〇
人
」「
約
一
〇
〇
〇
人
が
溺
死
」
と
記
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
（『
津
波
、
噴
火
…
日
本
列
島

地
震
の
２
０
０
０
年
史
』）。

（
１４
）
鎌
倉
の
自
然
災
害
史
に
つ
い
て
は
、
一
九
八
二
年
に
第
１
巻
が
刊
行
さ
れ
た
鎌
倉
叢
書
全
３５
巻
（
か
ま
く
ら
春
秋
社
）
の
第
１３
巻
と

し
て
三
浦
勝
男
『
鎌
倉
災
害
史
』
が
予
定
さ
れ
て
い
た
が
、
刊
行
に
至
ら
な
か
っ
た
の
は
惜
し
ま
れ
る
。
ま
た
同
氏
に
は
「
鎌
倉
の
災
害
」

（『
神
奈
川
県
史
通
史
編
１
原
始
・
古
代
・
中
世
』
一
九
八
一
年
）
と
い
う
先
駆
的
な
研
究
が
あ
る
が
、
そ
こ
で
も
「
災
害
に
ま
つ
わ
る

史
料
は
膨
大
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
省
略
に
従
う
」
と
さ
れ
た
の
は
や
は
り
惜
し
ま
れ
る
。
た
だ
鎌
倉
の
自
然
災
害
へ
の
関
心
を
歴
史
学

の
方
か
ら
示
し
た
比
較
的
早
い
段
階
の
も
の
と
し
て
史
学
史
的
に
は
注
目
さ
れ
る
。
そ
の
後
、
福
島
金
治
「
災
害
よ
り
見
た
中
世
鎌
倉
の

町
」（『
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
報
告
』
一
一
八
号
、
二
〇
〇
四
年
）、
高
橋
慎
一
朗
「
鎌
倉
と
災
害
」（『
中
世
都
市
研
究
１４
開
発
と

災
害
』
新
人
物
往
来
社
、
二
〇
〇
八
年
）、
八
幡
義
信
「
中
世
都
市
鎌
倉
の
大
災
害
―
大
仏
殿
倒
壊
を
中
心
に
―
」（『
武
蔵
野
』
三
五
一

号
、
二
〇
一
二
年
）、
浪
川
幹
夫
「
中
世
鎌
倉
の
烈
震
と
復
興
―
鎌
倉
時
代
末
期
か
ら
戦
国
時
代
の
地
震
災
害
と
復
興
の
姿
―
」（『
鎌
倉
』

一
一
四
号
、
二
〇
一
三
年
）、
高
橋
一
樹
「
日
本
中
世
の
政
権
都
市
に
お
け
る
震
災
」（『
歴
史
評
論
』
七
六
〇
号
、
二
〇
一
三
年
）、
湯
浅

吉
美
「『
吾
妻
鏡
』
に
見
え
る
天
変
記
事
を
読
む
―
鎌
倉
武
士
は
天
変
を
ど
う
受
け
止
め
た
か
―
」（『
郷
土
神
奈
川
』
五
十
一
号
、
二
〇

一
三
年
）な
ど
が
相
次
い
で
発
表
さ
れ
た
。
こ
と
鎌
倉
に
関
し
て
は
、
史
料
発
掘
の
可
能
性
が
な
お
残
さ
れ
て
い
る
。
す
で
に
周
知
な（
正

和
四
年
ヵ
）
三
月
十
四
日
付
日
像
宛
日
朗
書
状
（「
妙
顕
寺
文
書
」
鎌
二
五
四
四
九
）
の
み
な
ら
ず
、
⑴
年
未
詳
五
月
二
十
一
日
付
四
郎

大
夫
（
氏
名
不
詳
）
宛
日
向
書
状
（「
藻
原
寺
文
書
」『
鎌
倉
遺
文
』
に
は
未
収
録
）
に
「
今
月
（
五
月
）
十
七
日
夜
、
ち
か
き
と
こ
ろ
（
所
）

に
せ
う
ま
う
（
焼
亡
）
い
て
き
（
出
来
）
候
て
、
は
う
（
坊
）
を
や
き
て
（
焼
）
候
、
御
ほ
ん
そ
ん
（
本
尊
）・
御
え
い
（
影
）・
し
や
う

（５３）

安
房
妙
本
寺
関
係
史
料
か
ら
み
る
自
然
災
害
史
序
説
―
―
―

房
総
・
駿
河
・
日
向
を
中
心
に
―
―
―



け
う
（
聖
教
）
ハ
、
ミ
な
（
皆
）
と
り
い
た
し
（
取
出
）
ま
い
ら
せ
候
へ
と
も
、
お
き
ま
い
ら
せ
候
へ
き
と
こ
ろ
（
所
）
も
候
ハ
ぬ
あ
い

た
（
間
）、
か
り
や
か
た
（
仮
館
）
を
も
つ
く
り
（
作
）
ま
い
り
せ
候
ハ
ん
と
存
候
」
と
み
え
る
こ
と
で
あ
る
。
延
焼
で
自
坊
が
罹
災
し
、

御
本
尊
・
御
影
・
聖
教
を
取
り
出
し
た
が
、
今
そ
れ
を
置
く
場
所
が
な
い
の
で
仮
館
を
作
ろ
う
と
思
っ
て
い
る
、
続
い
て
、
も
し
可
能
な

に
こ
う

ら
ば
建
築
資
材
と
し
て
榑
・
柾
な
ど
を
手
配
し
て
欲
し
い
な
ど
と
記
し
て
い
る
。
日
向
（
建
長
五
年
〈
一
二
五
三
〉
〜
正
和
三
年
〈
一
三

一
四
〉
九
月
三
日
）
は
、
日
蓮
本
弟
子
（
六
老
僧
）
の
一
人
で
藻
原
寺
寺
祖
と
な
っ
た
人
物
で
あ
る
。
日
向
は
、
正
安
三
年
（
一
三
〇
一
）

か
ら
翌
年
に
掛
け
て
「
鎌
倉
名
越
」
で
天
目
と
問
答
を
行
っ
た
と
い
わ
れ
る
（
日
全
「
法
華
問
答
正
義
抄
五
」『
興
風
叢
書
〔
１４
〕』
興
風

談
所
、
二
〇
一
一
年
）。
名
越
が
宗
祖
日
蓮
没
後
も
布
教
の
重
要
な
拠
点
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
日
善
が
元
徳
三
年
（
一
三
三
一
）
に
書
写

し
た
「
金
綱
集
」
の
奥
書
に
「
於
鎌
倉
名
越
清
書
畢
」（『
日
蓮
宗
宗
學
全
書
第
十
四
巻
金
綱
集
下
』
山
喜
房
佛
書
林
、
一
九
八
九
年
）
な

ど
に
み
え
る
通
り
で
あ
る
。
⑵
「
快
元
僧
都
記
」（『
神
道
大
系
神
社
編
二
十
鶴
岡
』
神
道
大
系
編
纂
会
、
一
九
七
九
年
）
の
天
文
三
年
十

一
月
十
五
日
条
に
み
え
る
「
去
月
中
至
当
月
今
日
数
日
震
動
、
或
天
下
鳴
動
、
諸
人
恠
異
之
由
申
、
俗
語
大
雪
与
申
説
有
之
、
又
者
兵
乱

（
与
脱
カ
）
申
者
モ
有
之
、
旱

（
魃
）
与
申
者
モ
有
之
、
大
概
者
自
九
月
末
今
日
迄
、
旱
而
更
雨
不
降
」
と
い
う
記
事
は
、
天
文
三
年

（
一
五
三
四
）
半
ば
頃
と
推
定
さ
れ
る
西
ヶ
原
御
宿
中
宛
日
現
書
状
（「
大
坊
本
行
寺
文
書
」『
特
別
展

佛
壽
院
日
現
聖
人
』
池
上
本
門

寺
霊
宝
殿
、
二
〇
一
〇
年
）
に
「
昨
夜
之
風
雨
、
人
民
無
心
元
存
候
処
、
無
事
之
儀
、
併
来
年
上
葺
も
可
為
成
就
候
歟
と
喜
入
候
」「
炎

天
に
候
間
、
御
報
迄
も
有
間
敷
候
」
と
み
え
る
こ
と
と
関
連
す
る
か
に
思
わ
れ
る
。
⑶
永
禄
二
年
（
一
五
五
九
）
六
月
八
日
付
佐
渡
正
住

院
日
進
宛
池
上
本
門
寺
日
現
書
状
（「
妙
経
寺
文
書
」）
に
「
比
企
谷
ハ
」「
天
文
十
七
戊
申
十
二
月
十
四
日
、
町
よ
り
火
出
来
候
而
、
第

三
度
之
炎
上
、
如
此
候
」「
前
ニ
書
申
候
ひ
き
（
比
企
）
の
谷
十
刹
利
堂
之
火
難
之
由
来
」
な
ど
と
み
え
、
鎌
倉
の
「
町
」
と
妙
本
寺
火

害
の
様
子
が
知
ら
れ
る
。
そ
の
「
比
企
谷
仮
御
所
」
の
再
興
を
示
す
日
純
書
状
（「
妙
厳
寺
文
書
」
戦
房
二
三
六
九
）
も
存
在
す
る
（『
特

別
展

佛
壽
院
日
現
聖
人
』。
新
倉
善
之
「
両
山
九
世
日
純
と
上
杉
氏
」『
大
田
区
史
研
究

史
誌
』
二
十
一
号
、
一
九
八
四
年
）。
同
文

書
に
は
、「
比
企
谷
ハ
最
初
之
炎
上
佐
竹
之
常
源
（
常
元
）
公
方
様
（
鎌
倉
公
方
足
利
持
氏
）
之
上
意
ニ
被
背
彼
寺
ニ
被
籠
、
十
月
十
三
日

攻
落
候
時
、
最
初
之
炎
上
」
と
み
え
る
が
、
こ
れ
は
応
永
二
十
九
年
（
一
四
二
二
）
の
佐
竹
（
山
入
）
与
義
事
件
を
指
す
も
の
と
思
わ
れ

る
。
さ
ら
に
同
文
書
に
は
み
え
な
い
が
、
日
晴
「
当
門
徒
継
図
次
第
」（『
日
蓮
宗
宗
學
全
書
第
十
八
巻
史
伝
旧
記
部
（
一
）』
山
喜
房
佛
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書
林
、
一
九
六
八
年
）
に
は
、「
比
企
谷
妙
本
寺
ハ
炎
上
ス
、
小
町
ヨ
リ
火
ガ
出
テ
類
火
也
、
都
鄙
ニ
末
寺
多
ク
出
来
ス
ル
ナ
リ
、
如
此

日
山
聖
人
ハ
生
年
四
十
四
ニ
シ
テ
永
徳
元
年
（
一
三
八
一
）
辛
酉
九
月
七
日
ニ
御
入
滅
ア
リ
」
と
み
え
る
。
日
山
は
応
安
八
年
（
一
三
七

五
）
頃
同
寺
入
寺
と
さ
れ
る
の
で
、
そ
の
間
の
火
害
と
推
察
さ
れ
る
。
鎌
倉
妙
本
寺
の
こ
の
「
三
度
」
の
火
害
記
事
は
、
い
ず
れ
も
同
時

代
史
料
で
は
な
い
点
、
な
お
検
討
の
余
地
を
残
す
が
、
妙
本
寺
と
そ
の
周
辺
「
小
町
」＝

「
町
」
で
の
火
害
の
様
子
の
一
端
を
伝
え
る
も

の
と
は
い
え
よ
う
。
⑷
永
禄
十
一
年
十
二
月
二
十
三
日
付
浄
土
曼
荼
羅
図
修
補
銘（
甲
府
善
光
寺
蔵
、
戦
武
一
三
四
四
）の
由
来
書
に「
此

曼
陀
羅
絵
根
、
鎌
倉
泉
谷
浄
光
明
寺
花
蔵
院
常
住
物
、
坂
東
飢
餲
（
渇
）
之
年
、
永
正
五
年
戊
辰
当
寺
売
候
而
寄
進
檀
那
朝
比
奈
備
中
守

母
和
鼎
契
調
大
姉
也
、
今
再
興
修
補

享
禄
五
年
壬
辰
卯
月
十
六
日
、
当
寺
住
持
芳
誉
上
人
本
願
沙
門
也
」
と
み
え
、
永
正
五
年
の
「
坂

東
飢
餲
（
渇
）」
で
鎌
倉
浄
光
明
寺
花
蔵
院
が
常
住
物
の
浄
土
曼
荼
羅
図
を
「
当
寺
」
に
売
却
（
購
入
寄
進
者
は
檀
那
朝
比
奈
備
中
守
母

和
鼎
契
調
大
姉
）
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
（
楢
崎
宗
重
「
甲
州
善
光
寺
蔵
の
曼
荼
羅
図
」『
国
華
』
八
〇
一
号
、
一
九
五
八
年
。『
鎌
倉
市

史
社
寺
編
』吉
川
弘
文
館
、
一
九
五
九
年
）。
鎌
倉
の
有
力
寺
院
さ
え
も
、
飢
饉
・
物
価
騰
貴
の
な
か
で
寺
宝
を
売
却
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ

た
の
で
あ
る
。
こ
れ
も
一
種
の
自
然
災
害
に
よ
る
モ
ノ
の
移
動
で
あ
ろ
う
。

（
１５
）
な
お
、
こ
の
戦
乱
と
自
然
災
害
の
関
係
を
政
治
史
の
理
解
に
ま
で
深
め
よ
う
と
す
る
試
み
も
あ
る
。
そ
の
代
表
的
な
も
の
が
伊
勢
宗

瑞
の
伊
豆
征
服
と
明
応
四
年
の
地
震
と
の
関
係
で
あ
る
（
前
掲
金
子
「
宇
佐
見
遺
跡
検
出
の
津
波
堆
積
物
と
明
応
四
年
地
震
・
津
波
の
再

評
価
」）。
そ
れ
を
受
け
て
足
利
成
氏
の
上
杉
憲
忠
謀
殺
に
と
も
な
う
享
徳
の
大
乱
勃
発
と
享
徳
三
年
（
一
四
五
四
）
の
奥
羽
・
鎌
倉
地
震

の
関
係
を
模
索
す
る
試
み
も
生
ま
れ
て
い
る
（
峰
岸
純
夫
「
中
世
東
国
に
お
け
る
地
震
と
戦
乱
」『
中
央
史
学
』
三
十
五
号
、
二
〇
一
二

年
）。
特
に
後
者
は
、
今
後
の
展
開
を
注
視
す
る
に
留
め
た
い
。

〈
付
記
〉
本
稿
執
筆
に
際
し
、
妙
本
寺
鎌
倉
日
誠
師
、
興
風
談
所
池
田
令
道
・
山
上
弘
道
・
坂
井
法
曄
諸
師
及
び
滝
川
恒
昭
氏
か
ら

貴
重
な
教
示
を
得
た
。
文
献
に
つ
い
て
は
、
阿
部
哲
人
氏
と
斎
木
明
美
さ
ん
の
御
配
慮
を
得
た
。
併
せ
記
し
拝
謝
す
。

（５５）

安
房
妙
本
寺
関
係
史
料
か
ら
み
る
自
然
災
害
史
序
説
―
―
―

房
総
・
駿
河
・
日
向
を
中
心
に
―
―
―


